
清
末
前
刀
締
論
の

考

察

士
口

津

誠

良E

は

じ

め

に

一
努
務
論
の
登
場

二

努

続
論
の
展
開

三

宣
統
二
年
の
勢
線
論
議

四
辛
亥
革
命
時
期
に
お
け
る
現
鮮
の
貧
践

五
鮮
髪
か
ら
み
た
風
俗
問
題

お

わ

り

に
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tま

じ

め

清
代
の
成
年
男
子
が
耕
髪
と
呼
ば
れ
る
濁
特
の
髪
型
を
し
て
い
た
こ
と
は
、
儀
り
に
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
清
末
に
至
り
、
耕
髪

を
勇
る
と
い
う
寅
践
が
登
場
す
る
こ
と
も
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

的
意
義
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

本
稿
は
、
こ
の
解
髪
を
興
る
こ
と
(
つ
ま
り
男
燐
・
男
髪
〉
の
祉
舎
的
・
政
治

清
末
の
努
静
に
つ
い
て
、

(

1

)

 

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
清
朝
の
統
治
を
離
脱
す
る
意
思
表
示
と
し
て
の
意
味
で
あ
る
。
特
に
打
倒
清
朝
を

め
ざ
す
革
命
家
た
ち
の
場
合
が
、
こ
れ
に
あ
て
は
ま
る
。

し
か
し
、

本
稿
で
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
、

宣
統
二
年
〈
一
九
一

O
年
)
に
は
、

白
三E

307 

一
帝
が
翼
線
令
を
下
す
べ
き
だ
と
い
う
意
見
が
朝
廷
内
に
現
れ
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
や
賀
政
院
に
お
い
て
も
盛
ん
に
議
論
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
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続
髪
を
努
る
こ
と
を
単
に
反
清
朝
の
シ
ン
ボ
ル
と
考
え
て
済
ま
せ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

(
2
)
 

ま
た
、
現
婚
を
「
近
代
文
明
の
停
播
」
と
い
う
視
角
で
と
ら
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
に
劃
し
て
本
稿
で
主
題
と
し

て
扱
い
た
い
の
は
、
期
解
を
主
張
・
寅
践
す
る
者
の
論
理
・
動
機
で
あ
る
。
つ
ま
り
巨
視
的
に
見
れ
ば
「
近
代
文
明
の
停
播
」
と
言
え
る
現
象

を
、
嘗
時
の
人
々
の
願
望
と
戦
略
の
問
題
と
し
て
考
察
し
て
ゆ
く
こ
と
と
し
た
い
の
で
あ
る
。

(
3〉

た
だ
不
便
だ
っ
た
か
ら
」
募
っ
た
者
も
あ
ろ
う
。

な
か
に
は
、
魯
迅
「
頭
髪
的
故
事
」

(
『
附
戚
』
)

に
あ
る
よ
う
に
「
べ
つ
に
深
い
仔
細
が
あ
っ
て
で
は
な
く
、

し
か
し
、
多
く
の
史
料
が
一
示
す

と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
清
末
の
興
耕
論
議
は
、
危
機
的
朕
況
に
あ
る
園
家
・
園
民
の
未
来
の
た
め
に
何
を
す
べ
き
か
、
と
い
う
甚
だ
大
き
な
問
題

意
識
を
起
黙
と
し
て

い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
第
静
を
主
張
す
る
動
機
は
様
々
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
の
た
め
の
言
設
を
整

理
し
つ
つ
、
考
え
う
る
多
様
な
歴
史
的
文
脈
の
中
に
お
い
て
考
察
す
る
こ
と
で
、
理
解
し
て
ゆ
く
道
筋
を
つ
か
め
る
で
あ
ろ
う
。

(

4

)

 

先
行
研
究
と
し
て
ま
ず
翠
げ
る
べ
き
劉
香
織
の
著
書
は
、
日
本
・
中
園

・
朝
鮮
の
断
髪
の
問
題
を
買
い
覗
野
か
ら
と
ら
え
て
お
り
、
大
い
に

期
解
に
関
す
る
寅
誼
面
で
も
、

上
述
の
よ
う
な
問
題
関
心
か
ら
の
掘
り
下
げ
は
不
充
分
で
あ
る
。
清
末
の

プ
l
ム

日
本
へ
の
留
由
学
生
の
事
情
に
つ
い
て
は
詳
し
い
も
の
の
、
圏
内
の
輿
解
熱
は
ほ
と
ん
ど
紹
介
し
て
い
な
い
。
こ
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参
考
に
な
る
。
た
だ
し
エ
ピ
ソ

ー
ド
の
集
積
と
い
う
印
象
が
強
く
、

れ
は
、
劉
が
主
に
著
名
知
識
人
の
回
想
録
と
い

っ
た
史
料
に
依
援
し
、
首
時
の
圏
内
定
期
刊
行
物
を
徐
り
参
照
し
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
の
で

あ
ろ
う
。

「
近
代
化
」
の
一
環
と
し
て
「
断
髪
が
人
々
に
も
た
ら
し
た
心
理
的
な
振
動
」
(
二
二

O
頁
)
に
主
な

関
心
を
寄
せ
て
い
る
貼
で
あ
る
。
劉
は
「
洋
風
の
散
髪
と
い
う
近
代
社
舎
の
卒
均
値
的
な
審
美
観
に
よ
っ
て
」
(
一
一
一
一
頁
)
断
髪
す
る
こ
と
に

そ
れ
に
も
増
し
て
不
満
が
残
る
の
が

な
丹
、
た
人
々
の
心
情
に
迫
ろ
う
と
し
て
お
り
、

そ
の
貼
で
は
貴
重
な
業
績
で
あ
る
。
劉
が
断
髪
に
あ
た
っ
て
の
個
人
心
理
の
嘉
藤
に
関
心
を
集

中
さ
せ
る
の
は
、

な
ぜ
断
髪
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
?
た
の
か
と
い
う
貼
は

「
近
代
化
」
に
よ
っ
て
説
明
で
き
、

お
お
む
ね
既
知
だ
と
み
な
し

て
い
る
た
め
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
本
稿
で
は
む
し
ろ
、
全
男
性
、
が
解
髪
を
男
る
べ
し
と
い
う
自
質
的
主
張
に
焦
貼
を
あ
て
た
い
。

つ
ま
り
、
嘗
時
の
人
々
は
、
な
ぜ



解
髪
を
弟
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
論
理
に
よ
っ
て
解
髪
を
契
る
必
要
性
を
説
明
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
、
髪
型
の
制
限
か
ら
自
由
へ
と
い
う
圃
式
で
は
な
く
、
解
髪
か
ら
断
髪
へ
と
い
う
流
れ
を
提
起
す
る
こ
と
に
な
る
要
因
、
す
な
わ

ち
、
な
ぜ
、
必
要
な
一
部
の
人
だ
け
で
な
く
、
全
男
性
に
一
律
に
断
髪
が
求
め
ら
れ
た
の
か
、
こ
れ
も
問
う
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
寅
は
、
こ
れ

ら
の
問
題
に
つ
い
て
劉
も
全
く
無
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
啓
設
さ
れ
る
記
述
も
多
い
。
た
だ
議
論
は
散
瑳
的
で
結
論
は
暖
昧
す
ぎ
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
本
稿
の
行
な
う
作
業
に
よ

っ
て
こ
そ
、
嘗
時
の
人
々
が
理
想
と
し
た
と
こ
ろ
の
、
祉
舎
な
り
園
家
な
り
が
進
ん
で
ゆ
く
べ
き

方
向
が
知
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
5〉

本
稿
の
視
角
に
最
も
近
い
の
は
王
爾
敏
の
研
究
で
あ
る
。

王
が
検
討
の
劉
象
と
し
た
契
解
論
の
事
例
は
敷
黙
の
み
で
は
あ
る
が
、

「
な
ぜ
断

髪
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
」
と
い
う
問
題
の
分
析
に
先
鞭
を
つ
け
て
い
る
。
し
か
も
、
清
朝
打
倒
の
革
命
運
動
と
の
関
係
で
は
な
く
、

製
法
・
立
憲
と
の
閥
わ
り
の
中
で
解
髪
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
黙
で
も
、
示
唆
に
満
ち
て
い
る
。
本
稿
は
、
王
の
視
角
を
繕
承
し
つ
つ
、
革
命

論
と
の
関
係
を
も
無
視
で
き
な
い
要
素
と
し
て
あ
わ
せ
て
考
察
す
る
。
ま
た
努
婦
を
め
ぐ
る
言
説
だ
け
で
な
く
、
そ
の
政
治
過
程
を
も
追
う
こ

と
で
、
更
に
多
く
の
論
黙
を
提
示
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
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勇
婦
の
必
要
性
を
読
い
た
論
読
を
と
り
あ
げ
て
分
析
し
、

プ
ー
ム

ニ
章
)
。
そ
の
あ
と
、
宣
統
二
年
に
盛
り
あ
が
る
期
締
論
戦
・
弟
解
熱
に
つ
い
て
(
第
三
章
)
、
辛
亥
革
命
時
の
努
解
に
つ
い
て
(
第
四
章
〉
、
検
討

す
る
。
ま
た
、
嘗
時
の
風
俗
観
の
中
で
期
解
の
問
題
が
占
め
る
意
義
に
つ
い
て
も
、
考
察
を
進
め
て
み
た
い
(
第
五
章
)
。

か

な
お
、
現
婦
と
誼
ん
で
俸
統
的
な
趨
服
を
西
洋
の
服
に
易
え
る
と
い
う
「
易
服
」
も
、
嘗
時
あ
わ
せ
て
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
で
、
必
要
に

麿
じ
て
鱒
れ
る
こ
と
に
す
る
。
容
易
に
議
想
さ
れ
る
よ
う
に
、
髪
型
と
服
装
は
組
み
合
わ
せ
の
も
の
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
清
末
の
定
期
刊
行
物
を
頻
用
す
る
が
、
同

3
t
b角。可
H
v
h
F
t
g
同
町
ー
と
礼

b
R叫
句
史
、
之
さ
句
円
。
R
ミ
色
町
内

S
S
N
G可

-
C
R
h
H
Z

は
、
見
町
民
と
略
記
す
る
。

以
下
で
は
、

ま
ず
光
緒
末
年
頃
、

解
髪
を
真
る
論
理
を
明
ら
か
に
す
る
(
第

309 
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現
解
論
の
登
場

解
髪
は
元
来
、
女
員
の
風
俗
で
あ
り
、
十
二
世
紀
の
金
の
時
代
か
ら
存
在
が
確
認
さ
れ
る
。
十
七
世
紀
中
寸
ば
、
清
朝
が
入
開
し
各
地
に
軍
を

準
め
る
や
、
新
た
に
支
配
下
に
入
れ
た
住
民
に
解
髪
を
強
制
し
た
た
め
、
こ
れ
に
反
護
し
た
人
々
の
武
力
闘
争
す
ら
招
い
た
こ
と
は
、
よ
く
知

(
6
)
 

し
か
し
、
清
朝
の
統
治
が
安
定
す
る
に
従
い
、
解
髪
も
蛍
然
の
こ
と
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
に
至
司
た
と
み
ら
れ
る
。

ら
れ
て
い
る
。

江
戸
時
代
の
日
本
人
も
、
清
朝
の
習
俗
と
し
て
解
髪
に
言
及
し
て
い
る
。
男
子
の
成
人
儀
躍
に
つ
い
て
の
『
清
俗
紀
聞
』
の
説
明
に
は
「
剃

髪
人
、
湯
に
て
頭
を
し
め
し
、
頭
の
員
中
に
髪
を
丸
く
残
し
、
そ
の
徐
は
の
こ
ら
ず
剃
り
お
と
し
て
員
中
の
髪
を
木
硫
を
も
っ
て
硫
し
、
竹
箆

(

7

)

 

に
て
垢
を
と
り
、
よ
く
揃
え
三
つ
に
解
分
け
打
ち
立
て
、
こ
れ
を
鱒
子
と
い
う
」
と
あ
る
。
ま
た
一
八
六

O
年、

日
米
、
逼
商
航
海
篠
約
批
准
書

交
換
の
た
め
ア
メ
リ
カ
合
衆
固
に
涯
遣
さ
れ
た
使
節
圏
の
一
員
も
、
野
路
た
ち
よ
丹
、
た
ジ
ャ
ワ
島
パ
タ
ヴ
ィ
ア
の
華
僑
に
つ
い
て

「首

ハ
中
央

く
み
ひ
も

-
一
齢
者
髪
周
闇
二
寸
許
残
シ
、
他
皆
剃
シ
、
其
長
サ
腰
ヲ
過
グ
。
若
シ
短
髪
ナ
ル
モ
ノ
ハ
糸
ヲ
以
テ
接
績
ス
。
組
制
ノ
如
シ
。
常
一
一
背
後
ニ
垂
レ

(

8

)

 

シ
メ
、
事
ア
ル
ト
キ
ハ
首
ニ
廻
シ
纏
フ
。
是
聞
解
髪
ナ
リ
」
と
説
明
し
て
い
る
。

太
卒
天
国
軍
が
、
髪
を
剃
ら
ず
に
蓄
え
て
清
朝
と
針
決
し
た
こ
と
も
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
楊
秀
清
と
粛
朝
貴
が
護
し
た
撒
文
に
「
そ
も
そ

も
中
園
に
は
中
園
の
姿
か
た
ち
が
あ
る
。
し
か
る
に
今
満
洲
は
す
べ
て
の
中
園
人
に
髪
を
剃
っ
て
、
一
本
の
長
い
し
っ
ぽ
を
後
ろ
に
垂
れ
下
げ

(

9

)

 

(
『
頒
行
詔
書
』
〉
と
あ
る
よ
う
に
、
解
髪
に
劃
す
る
嫌
悪
の
姿
勢
は
明
確
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る
よ
う
強
制
し
て
い
る
。
こ
れ
は
中
園
人
を
禽
獣
に
費
え
る
も
の
だ
」

だ
丹
、
た
。
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
解
髪
を
担
否
す
る
た
め
に
、
髪
を
長
く
し
た
の
で
あ
っ
て
、
短
く
し
た
の
で
は
な
い
黙
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
太
卒
軍
の
「
長
毛
」
を
清
末
現
解
論
の
先
限
と
す
る
主
張
は
成
り
立
た
な
い
。

清
末
に
お
い
て
海
外
に
出
た
者
の
中
に
は
、
解
髪
を
興
る
者
も
い
た
。
ま
ず
、
留
事
生
で
あ
る
が
、

同
治
十
一
年
(
一
八
七
二
年
)
以
降
、

清
朝
が
ア
メ
リ
カ
へ
涯
遣
し
た
留
事
生
は
耕
髪
を
つ
け
た
ま
ま
生
活
し
て
い
た
。
た
だ
し
中
に
は
キ
リ
ス
ト
教
に
入
信
し
解
髪
を
輿
っ
た
た
め

(ω
〉

禁
令
に
燭
れ
、
敢
え
て
信
仰
園
し
な
か
?
た
例
が
あ
る
。
後
の
留
目
撃
生
の
男
鮮
に
つ
い
て
は
枚
奉
に
い
と
ま
な
い
。
ま
た
、
在
外
一
商
人
に
も
郵



解
易
服
を
行
な
う
も
の
が
い
た
。
横
演
で
出
版
業
を
営
ん
で
い
た
鴻
鏡
如
は
香
港
育
ち
で
あ
っ
た
が
、

日
清
戦
争
の
後
、
現
地
耐
易
服
し
て
英
圏

(

口

〉

領
事
に
営
業
の
保
護
を
求
め
た
。
息
子
で
あ
る
漏
自
由
に
よ
れ
ば
、
在
日
華
僑
で
最
初
に
解
髪
を
輿
っ
た
事
例
だ
と
い
う
。

と
は
い
え
、
以
上
の
動
き
は
、
外
園
で
の
生
活
・
一
商
一
貰
の
必
要
に
か
ら
れ
て
個
人
的
に
解
髪
を
男
っ
た
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
以
下
で

注
目
し
た
い
の
は
、
解
髪
は
好
ま
し
く
な
い
か
ら
、
全
世
舎
的
に
な
く
し
て
ゆ
く
べ
き
だ
と
い
う
議
論
の
存
在
で
あ
る
。

語
嗣
同
は
、
光
緒
二
十
三
年
こ
ろ
の
著
書
『
仁
撃
』
の
中
で
、
中
園
に
と
っ
て
自
強
の
た
め
の
方
策
が
不
可
依
だ
と
す
る
文
脈
で
以
下
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
中
園
に
は
、
緊
急
に
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
髪
を
剃
り
耕
髪
を
垂
ら
し
て
い
る
こ
と
だ
。
こ
れ
が
北

方
野
織
田
の
風
俗
に
由
来
す
る
こ
と
は
さ
て
お
く
と
し
て
も
、
生
活
上
、
大
い
に
不
便
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
古
今
内
外
の
髪
の
慮
理
法
を

示
し
、
各
自
に
選
揮
し
て
い
た
だ
こ
う
。
頭
髪
の
慮
理
法
に
四
つ
あ
る
。
①
全
髪
。
中
園
の
古
制
で
あ
る
。
髪
は
天
の
授
か
り
も
の
で
、

必
ず
用
途
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
脳
神
経
の
保
護
で
あ
る
。
こ
れ
の
長
所
は
、
全
面
的
で
あ
っ
て
一
面
的
で
な
い
こ
と
、
依
黙
は
重
す
ぎ
て
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不
自
由
な
こ
と
だ
。
②
全
剃
。
信
侶
の
制
で
あ
る
。
長
所
は
、
清
潔
で
煩
わ
し
く
な
い
、
飲
貼
は
臓
が
保
護
で
き
な
い
。
③
宇
勇
り
。
西

洋
の
制
で
あ
る
。
脳
が
保
護
で
き
る
う
え
に
煩
わ
し
き
が
少
な
く
、
利
便
が
そ
ろ
っ
て
い
る
。
④
宇
剃
り
。
蒙
古
・
韓
担
の
制
で
あ
る
。

大
脳
に
あ
た
る
と
こ
ろ
を
剃
っ
て
、
前
方
の
保
護
が
な
い
。
そ
の
う
え
解
髪
が
長
く
垂
れ
て
う
し
ろ
に
重
さ
が
か
か
る
こ
と
に
な
る
。
弊

害
が
そ
ろ
っ
て
い
る
。
ど
れ
が
得
で
ど
れ
が
損
か
、
ど
れ
を
捨
て
ど
れ
を
取
る
か
、
わ
か
る
人
な
ら
わ
き
ま
え
の
つ
く
こ
と
で
、
解
説
に

(
ロ
〉

言
葉
を
費
や
す
に
及
ば
な
い
。

謹
嗣
同
の
議
論
は
明
快
に
解
髪
の
不
合
理
さ
と
西
洋
風
の
髪
型
の
便
利
さ
を
設
い
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
、
髪
の
慮
理
が
な
ぜ
中
園

の
自
強
に
と
っ
て
不
可
依
な
の
か
、
充
分
明
確
と
は
思
わ
れ
な
い
。

〈

日

〉

一
方
、
康
有
震
は
光
緒
二
十
四
年
(
一
八
九
八
年
〉
襲
法
の
一
環
と
し
て
「
断
髪
易
服
」
を
奏
請
す
る
文
章
を
著
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と

し
て
彼
が
指
摘
す
る
の
は
、
以
下
の
諸
貼
で
あ
る
。
①
機
械
の
使
用
に
解
髪
は
不
便
だ
か
ら
。
「
も
し
解
髪
を
垂
ら
し
て
う
ろ
う
ろ
し
て
い
る

311 
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と
、
誤
っ
て
機
械
に
巻
き
つ
い
て
死
ぬ
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
」
。
②
軍
務
に
不
便
だ
か
ら
。

「
豚
の
し
っ
ぽ
」
な
ど
と
軽
侮
の
封
象
と
な
る
か
ら
。

③
衛
生
・
美
観
に
よ
く
な
い
か
ら
。

④
外
国
で

康
有
震
は
、
自
己
の
議
論
を
正
首
化
す
る
た
め
に
、
古
代
の
呉
泰
伯
や
越
武
霊
王
の
故
事
を
持
ち
出
す
に
加
え
、

(
辞
侍
)
一
帝
一
が
親
察
か
ら
蹄
り
、
日
本
の
明
治
一
一帝
が
維
新
を
始
め
る
の
に
、
い
ず
れ
も
ま
ず
断
髪
易
服
の
制
を
行
な
い
ま
し
た
」
と
の
先
例
を

奉
げ
、
光
緒
一
一
帝
み
ず
か
ら
率
先
し
て
断
髪
易
服
を
行
な
い
、
天
下
に
命
じ
て
同
時
に
断
髪
さ
せ
る
こ
と
を
皇
帝
に
進
言
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。
彼
の
主
張
に
は
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
メ
リ
カ
で
も
百
数
十
年
前
に
は
、
み
な
購
髪
で
あ
ア
た
の
に
、
数
十
年
前
か
ら
機
械
が
進
歩
し
軍

こ
と
ご
と
く
興
っ
た
の
で
す
」
と
あ
る
。
現
解
は
富
強
の
前
提
に
な
る
と
い
う
認
識
を
一
示
し
、
特
に
「
尚
武
の

「
ロ
シ
ア
の
ピ
ョ

l
ト
ル

事
が
護
達
す
る
に
と
も
な
い
、

風
」
を
理
想
と
す
る
の
で
あ
る
。

一
方
で

「
今
や
寓
園
が
交
流
し
何
に
つ
け
同
様
を
よ
し
と
す
る
趨
勢
で
あ
り
ま
す
。

し
か
る
に
、
我
が
園

だ
け
が
濁
特
の
衣
服
で
あ
る
な
ら
ば
、
気
持
が
通
じ
あ
わ
ず
園
交
も
固
く
な
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
よ
う
に
、
世
界
の
大
勢
に
習
い
、

「
向
同
の

。，“
内

LT
4
 

俗
康」

有に
魚お
のも
こむ
のく
提こ
案と
はも
採目
用標
さで
れあ
なつ
かた
つ(。

Tらこ14。、../

し
か
も
、

こ
の
よ
う
な
康
有
震
の
論
そ
の
も
の
が
贋
く
知
ら
れ
た
か
ど
う
か
も
疑
問
で
あ

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
論
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
彼
の
上
奏
文
は
清
末
柏
田
耕
論
の
ほ
と
ん
ど
の
論
黙
を
先
取
り
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
言

え
る
。

そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
『
湖
北

(

間

以

)

皐
生
界
』
が
あ
る
。
そ
の
第
三
期
(
一
九
O
三
年
刊
)
に
は
「
事
耕
易
服
説
」
と
題
さ
れ
た
投
書
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
(
署
名
な
し
)
。
そ
の
趣
旨

さ
て
日
本
へ
の
留
事
生
の
中
に
は
、
省
ご
と
の
同
郷
的
結
束
に
基
づ
い
て
雑
誌
を
刊
行
す
る
者
が
あ
っ
た
が
、

は

制
度
を
獲
え
る
べ
き
で
な
い
と
す
る
保
守
論
、

お
よ
び
富
強
に
髪
や
服
の
問
題
は
関
係
な
い
と
す
る
契
癖
易
服
無
用
論
を
と
も
に
批
剣

し
、
第
解
易
服
の
必
要
性
を
八
項
目
に
わ
た
っ
て
指
摘
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

①
製
法
の
き
っ
か
け
と
す
る
。
端
境
法
の
上
議
〔
光
緒
二
十
六
年
の
新
政
の
議
〕
が
下
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
官
僚
は
朝
廷
の
員
意
を
疑

い
改
革
は
遅
れ
て
い
る
か
ら
、
男
総
附
易
服
の
令
に
よ
っ
て
朝
廷
の
決
然
た
る
態
度
を
明
ら
か
に
す
べ
き
だ
。
②
服
制
を
簡
素
に
し
て
官
僚



の
無
駄
な
出
費
を
減
ら
せ
ば
、
汚
職
も
な
く
せ
る
。
③
強
兵
に
役
立
つ
。
兵
士
は
邪
魔
な
解
髪
を
鄭
る
こ
と
で
、
動
き
が
敏
捷
に
な
る
。

④
強
種
〔
強
い
種
族
に
す
る
こ
と
〕
に
役
立
つ
。
西
洋
人
は
瞳
育
を
重
視
す
る
の
で
心
身
と
も
に
強
止
と
な
る
が
、
中
園
は
衣
冠
が
煩
わ

し
く
て
瞳
操
に
不
便
で
向
武
の
精
神
が
育
た
な
い
。
⑤
工
業
を
設
展
さ
せ
ら
れ
る
。
髪
型
・
服
装
を
機
械
操
作
に
便
利
な
よ
う
に
す
べ
き

だ
。
⑤
外
交
に
よ
ろ
し
い
。
西
洋
人
と
同
じ
服
装
に
な
る
こ
と
で
、
西
洋
人
に
劃
す
る
偏
見
が
な
く
な
り
、
交
渉
も
う
ま
く
ゆ
く
。
⑦
教

案
が
な
く
な
る
。
反
キ
リ
ス
ト
教
感
情
は
、
排
外
感
情
に
由
来
す
る
。
誰
も
が
洋
服
を
着
れ
ば
、
教
徒
と
非
教
徒
の
融
和
が
進
む
。

最
後
に
筆
者
は
、

も

「
天
下
の
大
勢
が
赴
く
と
こ
ろ
、
ど
ん
な
に
強
い
力
が
あ
っ
て
も
引
き
戻
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
今
努
髪
易
服
を
し
な
く
て

い
つ
か
は
必
ず
そ
う
す
る
日
が
来
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
繁
じ
て
も
嬰
じ
襲
ぜ
ざ
る
も
獲
ず
、
と
い
う
こ
と
だ
。
〔
ど
う
せ
襲
わ
る
な

ら
〕
外
か
ら
襲
え
ら
れ
み
す
み
す
異
族
の
侵
略
を
受
け
る
よ
り
は
、
自
ら
蟹
わ
り
自
強
の
気
概
を
示
す
ほ
う
が
ま
し
だ
」
と
結
論
づ
け
る
。
拙
耐

髪
を
奥
り
洋
服
を
着
る
方
向
へ
の
襲
化
は
、
意
志
を
働
か
さ
な
い
場
合
す
ら
必
然
的
に
起
こ
る
こ
主
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
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以
上
見
た
康
有
震
の
提
議
や
『
湖
北
事
生
界
』
へ
の
投
書
の
骨
子
は
、
現
解
易
服
を
行
な
う
な
ら
ば
、
人
心
を
一
新
し
、
富
園
強
兵
の
寅
を

あ
げ
、
外
交
問
題
の
解
決
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
郭
癖
易
服
は
、
経
済
的
・
軍
事
的
護
展
に
有
利
だ
と
い
う
だ

け
で
な
く
、
す
で
に
園
際
関
係
に
お
い
て
覇
権
を
握
っ
て
い
る
諸
園
の
風
俗
で
も
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
導
入
す
べ
く
主
張
さ
れ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
改
饗
は
朝
廷
の
命
令
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

さ
て
他
方
で
、
解
髪
を
男
る
こ
と
に
清
朝
打
倒
の
意
味
を
込
め
た
の
は
章
畑
麟
で
あ
る
。
光
緒
二
十
六
年
(
一
九
O
O年
〉
唐
才
常
が
上
海

で
「
園
舎
」
と
稽
す
る
著
名
人
の
大
舎
を
聞
い
た
が
、
-
章
畑
麟
は
唐
が
「
勤
王
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
唱
え
る
こ
と
に
不
満
で
、
解
髪
を
興
っ
て

(

日

)

決
別
の
意
を
表
し
た
と
い
う
(
『
太
炎
先
生
自
定
年
譜
』
)
。

章
が
自
己
の
思
想
の
出
演
化
を
反
映
さ
せ
て
改
訂
し
た
著
作
『
埴
書
』
は
、
彼
が
蘇
報
事
件
に
よ
り
獄
中
に
あ
る
光
緒
三
十
年
(
一
九
O
四
年
〉

東
京
で
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
新
『
埴
書
』
の
蔵
文
の
位
置
に
は
「
解
解
髪
」
と
い
う
文
章
が
加
え
ら
れ
、
章
嫡
麟
自
身
の
輿
解
の
理
由
が
説
明

な
お
夷
秋
の
服
を
着
て
い
る
。
全
く
獲
化
も
な
く
、
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さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

「
私
は
三
十
歳
を
越
え
た
の
に
、

〔
鱒
髪
を
〕
到

っ
て
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し
ま
え
ず
に
い
る
。
こ
れ
は
私
の
罪
だ
」

と
し
「
昔
、
郁
班
孫
・
四
得
隠
玄
は
、

い
ず
れ
も
明
の
遺
老
と
し
て
断
髪
し
て
死
ん
だ
。

『
春
秋
穀
梁

俸
』
に
「
呉
は
断
髪
す
」
と
あ
り
、

『
漢
書
』
巌
助
停
に
「
越
は
勇
髪
す
」
と
あ
る
。
私
は
土
日
の
呉
・
越
の
閑
人
で
あ
り
、
解
髪
を
興
っ
て
も

ち
ょ
う
ど
菅
の
や
り
か
た
に
従
う
よ
う
な
も
の
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
洋
服
に
つ
い
て
も

「明
代
の
躍
服
に
似
て
お
り
、
東
の
日
本
も
こ
れ
に

(
U〉

習
っ
て
い
る
」
と
い
う
。

明
代
の
よ
う
に
(
あ
る
い
は
古
代
か
ら
の
停
統
あ
る
)
総
髪
に
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。

明
ら
か
に
章
煩
麟
は
癖
髪
を
強
制
し
た
清
初
の
歴
史
を
意
識
し
て
、
排
痛
の
一
意
思
を
示
す
た
め
努
解
を
行
な
っ
て
い
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、

し
か
し
、

そ
れ
は

や
は
り
西
洋

・
日
本
と
同
様
に
す

る
し
か
な
く

古
代
の
呉
・
越
の
記
述
を
持
ち
出
し
て
(
章
痢
麟
は
淑
江
省
徐
杭
の
人
〉
そ
れ
を
強
引
に
正
嘗
化
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

逆

い
え
ば
章
畑
麟
に
と
っ
て
は
、
綿
髪
で
な
く
断
髪
に
す
る
の
は
自
明
で
は
な
く
説
明
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る

朝
と
制
判
決
し
た
太
卒
軍
は
断
髪
で
は
な
く
「
長
毛
」
だ
っ
た
〉
。
こ
の
光
緒
二
十
六
年
の
段
階
で
は
擦
る
べ
き
断
髪
の
先
例
は
乏
し
か
っ
た
の
で
あ
り
、

(
例
え
ば
、
宇
世
紀
前
に
清

こ
こ
で
検
討
し
て
お
き
た
い
の
が
孫
文
の
男
捕
に
つ
い
て
で
あ
る
。
鴻
自
由
が
十
四
歳
時
の
こ
と
を
回
想
し
た
文
章
に
よ
れ
ば
、
光
緒
二
十
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章
一
間
麟
の
貫
践
こ
そ
が
政
治
的
立
場
表
明
と
し
て
の
努
捕
の
先
例
を
作
り
出
し
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

長
く
髪
を
剃
っ
て
い
な
い
客
二
人
が
父
祷
鏡
如
を
訪
ね
て
き
た
。

(

児

)

数
日
後
解
髪
を
契
り
洋
服
を
着
た
と
い
う
。
劉
香
織
は
、
こ
の
こ
と
を
紹
介
し
た
後
、
孫
文
の
断
髪
は
「
反
満
革
命
と
い
う
確
固
た
る
信
念
に

(

四

)

基
づ
く
行
動
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
孫
文
が
革
命
運
動
の
指
導
者
で
あ
っ
た
と
い
う
以
外
の
根
擦
は
示
さ

一
年
(
一
八
九
五
年
)
の
あ
る
日
、

孫
文
と
陳
少
自
で
あ
っ
た
。

彼
ら
は
、

れ
て
お
ら
ず
、
疑
問
の
絵
地
が
あ
る
。

孫
文
は
、

日
本
に
来
る
前
す
で
に

ハ
ワ
イ
で
輿
中
曾
を
創
立
し
、
度
東
で
清
朝
轄
覆
を
は
か
る
軍
事
行
動
を
起
こ
し
て
お
り
、
男
髪
の
直

こ
の
前
後
の
賦
況
は
、

宮
崎
浩
天
の
要
約
に
よ
れ
ば

「
陰
謀
た
ち
ま
ち
露
顛
し

は
じ
め
て
胡
服
を
脱
し
解
髪
を
断

一
朝
支
那
官
吏
の
た
め
に
た
ぶ
ら
か
さ
れ
て
、
そ
の

前
の
頃
に
反
瞳
制
的
見
解
を
持
つ
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
。

て
、
官
兵
の
逆
撃
に
あ
い
、
わ
ず
か
に
脱
し
て
襖
門
に
の
が
れ
、

さ
ら
に
香
港
に
密
航
し
て
日
本
に
渡
り
、

ち
、
身
を
洋
装
に
出
現
じ
て
ハ
ワ
イ
に
航
し、

ま
た
進
ん
で
米
園
よ
り
英
京
に
入
り
し
が
、



〈

初

〉

公
使
館
に
幽
囚
せ
ら
れ
」
る
と
い
っ
た
、

日
本
に
来
る
前
に
縛
髪
を
男
ら
な
か
っ
た
の
は
、
あ

る
い
は
怪
し
ま
れ
ず
逃
亡
に
好
都
合
に
す
る
た
め
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
、
横
演
で
費
解
易
服
を
行
な
っ
た
の
は
、
こ
れ
か
ら
ア
メ
リ
カ
・

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
向
か
う
に
あ
た
っ
て
の
準
備
で
あ
ろ
う
。
孫
文
と
同
行
し
て
き
た
鄭
弼
臣
は
折
り
返
し
由
開
園
す
る
た
め
服
を
獲
え
な
か
っ
た
こ

(

匁

〉

と
も
、
こ
れ
を
裏
づ
け
る
。

お
尋
ね
者
の
生
活
で
あ
っ
た
。

し
て
み
る
と
、

も
ち
ろ
ん
、

孫
文
の
費
解
に
も
清
朝
に
反
劃
す
る
意
味
が
あ
っ
た
こ
と
を
全
面
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
。

し
か
し
、

圏
外
亡
命
に
あ
た

り
、
ま
た
横
演
で
鴻
鏡
如
の
先
例
を
見
て
、
現
解
易
服
を
行
な
司
た
と
い
う
解
穫
で
も
充
分
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
劃
し
て
章
一
痢
麟
の

契
解
は
、
排
浦
の
立
場
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
最
初
期
の
例
と
し
て
甚
だ
注
目
に
値
す
る
の
で
あ
る
。

・次
に
検
討
し
た
い
の
が

「
論
髪
鱒
原
由
」
と
い
う
論
文
で
あ
る
が
、
二
つ
の
テ
キ
ス
ト
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
第

一
に
、
光
緒
二
十
九
年

れ(

ご(戻
る2?三

年

頃
横
演
で
出
版
さ
れ
Tこ

『
清
議
報
全
編
』
巻
二
十
六
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の

『
文
興
日
報
』

か
ら
の
轄
載
と
し
て
牧
録
さ

-125ー

第
二
は
、
光
緒
二
十
九
年
(
一
九
O
三
年
)
に
上
海
で
護
行
さ
れ
た
革
命
宣
停
論
集
『
寅
一
帝
魂
』
所
牧
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
(
典
銭

〈

幻

)

(

但

)

は
記
さ
れ
て
い
な
い
)
。
こ
の
雨
者
の
字
句
の
異
聞
は
お
び
た
だ
し
い
、
が
、
議
論
の
展
開
の
相
違
は
な
い
の
で
、
以
下
で
は
共
通
し
た
論
旨
を
見

る
こ
と
に
す
る
。

「
論
髪
解
原
由
」
は
、
オ
ラ
ン
ダ
領
東
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
耐
用
髪
を
契
る
者
が
多
く
、
故
郷
に
来
線
が
あ
る
者
も
笠
の
下
に
巻
い
た
鱒
髪

を
臆
し
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
海
外
で
は
解
髪
の
た
め
に
軽
侮
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
と
い
う
。

更
に
、
清
朝
が
解
髪
を
強
制
し
た
歴
史
を
回
顧
し
た
う
え
で
、

「瀬
清
の
支
配
か
ら
脱
す
る
に
は
、
満
洲
の
外
見
を
や
め
る
の
が
先
決
だ
。

こ
の
無
駄
で
汚
ら
し
く
煩
わ
し
い
物
を
除
去
し
て
こ
そ
、
政
治
も
根
底
か
ら
改
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
主
張
す
る
。
解
髪
に
よ
っ
て
「
中
園

退
化
の
局
」
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
だ
。
衣
服
も
洋
服
に
改
め
、
次
第
に
「
大
同
」
(
世
界
が
斉
一
に
な
る
こ
と
)
に
進
み
、
精
力
的
な
「
西
装
の
精

315 

神
」
を
身
に
つ
け
る
べ
き
だ
と
い
う
。
目
指
す
は
「
瀬
清
の
く
び
き
を
脱
し
、
世
界
の
文
明
に
比
肩
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
論
説
の
特
徴
は
、
第
解
易
服
の
賓
利
的
な
有
用
性
と
い
う
よ
り
、

髪
型
服
装
の
象
徴
的
な
意
味
を
重
視
し
て
い
る
黙
で
あ
る
。

し
か
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も
、
一
章
嫡
麟
と
は
異
な
り
、
努
解
易
服
を
進
歩
譲
展
の
文
服
に
位
置
つ
け
、
ひ
い
て
は
清
朝
打
倒
す
ら
「
文
明
」
の
前
提
と
見
る
の
で
あ
る
。

解
髪
は
満
洲
に
よ
る
支
配
の
標
識
で
も
あ
り
、
遅
れ
た
中
園
の
表
徴
で
も
あ
る
。
鱒
髪
問
題
に
閲
し
て
、
反
清
の
主
張
を
進
歩
観
念
で
根
援
づ

(

お

)

け
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
論
文
の
特
徴
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

『
高
園
公
報
』
所
載
の
論
文
に
燭
れ
て
お
く
。

海
で
贋
翠
舎
を
組
織
し
て
出
し
て
い
た
月
刊
誌
で
あ
る
。

最
後
に

『
寓
園
公
報
』
と
は
、

林
事
知
著
・
宿
泊
牌
述
「
改
装
篤
療
法
之
要
務
」

ア
メ
リ
カ
人
宣
教
師
林
繁
知

q
o
E
m】

-E-g)
ら
が
上

(
一
八
一
筋
、
光
緒
三
十
年
正
月
)
・
同

「
中
園
裁
髪
問
題
」

(二

O
一
加
、
光
緒
三
十
一
年
九
月
)
も
努
解
を
主
張
す
る
。

ロ
シ
ア
の
ピ

ョ
l
ト
ル
一帝や
日
本
の
明
治
天
皇
の
政
治
改
革
の

例
を
引
き
つ
つ
、

そ
の
よ
う
な
改
革
の
一
環
と
し
て
契
掃
を
行
な
う
べ
き
だ
と
の
論
旨
で
あ
り
、
解
髪
の
好
ま
し
く
な
い
貼
と
し
て
は
外
園
人

の
瑚
笑
を
受
け
る
と
い
う
指
摘
に
重
心
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
議
論
の
姿
勢
は
、
外
園
人
か
ら
み
て
、
今
後
あ
る
べ
き
中
園
の
あ
り
方
を
提

示
す
る
と
い
う
印
象
を
興
え
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、

こ
こ
ま
で
い
く
つ
か
の
論
設
を
検
討
し
て
き
た
。

本
格
的
な
努
鮮
の
主
張
を
最
初
に
行
な
司
た
人
物
は
、

お
そ
ら
く
語
嗣
同
で
あ

-126ー

り
、
反
清
の
立
場
を
明
示
す
る
意
味
を
込
め
て
第
解
の
質
践
に
踏
み
切
っ
た
最
初
の
事
例
は
光
緒
二
十
六
年
(
一
九
O
O年
〉
の
章
痢
麟
の
行

動
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
注
意
す
べ
き
貼
は
、
清
朝
の
主
導
に
よ
る
努
掃
を
説
く
『
湖
北
向
学
生
舎
』
所
載
論
文
と
あ
か
ら
さ
ま
な
反

清
の
主
張
を
込
め
る
『
寅
一
帝
魂
」
所
載
論
文
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
(
光
緒
二
十
九
年
〉
に
公
刊
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
黙
に
お
け
る
募

締
論
は
、
贋
範
な
政
治
改
革
の
一
環
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
も
い
た
の
で
あ
り
、
決
し
て
自
動
的
に
革
命
論
に
掃
結
す
る
わ
け
で
は
な
か
っ

た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

現
解
論
の
展
開

以
上
で
み
た
の
は
、
比
較
的
特
殊
な
場
で
の
議
論
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
特
に
、
打
倒
清
朝
を
目
指
し
て
解
髪
を
興
る
と
い
う
こ
と
が
特
別

な
決
意
を
必
要
と
し
た
の
は
嘗
然
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
努
解
論
は
決
し
て
少
数
の
人
々
の
特
異
な
主
張
に
と
ど
ま
っ
た
わ
け
で
は
な



ぃ
。
む
し
ろ
、
次
の
例
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
ご
く
普
、
通
の
新
聞
す
ら
努
解
を
鼓
吹
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
の
主
張
は
ま
す
ま
す
贋
ま
っ

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

光
緒
三
十
二
年
(
一
九
O
六
年
)
天
津
の
日
刊
新
聞
『
大
公
報
』
が
募
集
し
た
懸
賞
論
文
の
題
名
は
「
顛
髪
易
服
議
」

集
贋
告
に
よ
れ
ば
、
「
中
園
の
解
髪
は
百
害
あ
っ
て
一
利
な
し
」
で
、
よ
い
論
設
が
集
ま
れ
ば
、
無
用
の
長
物
を
除
き
去
り
向
武
の
精
神
を
振

(
M
m
)
 

る
い
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
賞
金
は
一
等
十
元
、
二
等
五
元
、
三
等
二
元
で
あ
る
(
『
大
公
報
』
六
月
十
六
日
「
徴
文
庚
告
」
〉
。

で
あ
っ
た
。
そ
の
募

こ
の
結
果
、
問
題
目
の
論
文
六
本
が
「
大
公
報
』
に
連
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
等
は
山
東
省
登
州
府
一
幅
山
鯨
の
人
で
八
旗
事
堂
師
範

班
に
属
す
る
子
天
津

(
a
論
文
と
す
る
、
七
月
一
日
J
四
日
掲
載
)
と
(
身
分
所
属
不
明
の
〉
沈
都

(
b
、
五
日
J
七
日
)
、
二
等
は
日
本
か
ら
寄
稿
し
た

湘
郷
季
子

(
c
、
八
日
・
九
日
〉
、

(
身
分
所
属
不
明
の
〉
育
繋
王
采
五

(
d
、
十
一
日
・
十
二
日
〉
、

京
師
高
等
師
範
の
張
兆
蔭
言
、
十
三
日
・
十
四

日
〉
、
同
じ
く
京
師
高
等
師
範
の
張
溶
源

(
f
、
十
五
日
・
十
八
日
)
で
あ
る
。
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彼
ら
の
主
張
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
基
本
的
な
趣
旨
で
は
相
互
に
重
な
る
黙
も
多
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
六
本
の
文
章
の
論
貼
を
整
理
す
る
こ

と
で
、
郵
解
を
正
嘗
化
す
る
論
理
を
た
ど
る
こ
と
に
し
た
い
。

解
髪
長
服
の
害
。

ま
ず
動
作
の
不
自
由
さ
が
拳
げ
ら
れ
る
。

「
事
生
の
瞳
操
、
軍
人
の
訓
練
、
一
商
工
業
者
の
努
働
、
放
行
の
い
ず
れ
に
と
っ
て
も
長
い
服
・
長

(
b
)
。
ま
た
質
業
に
と
っ
て
不
可
飲
の
機
械
の
操
作
の
妨
げ
と
も
な
り
か
ね
な
い
(
と
。
若
者
の
英
気
も
こ
の
髪
と
服

い
髪
は
不
便
で
あ
る
」

の
た
め
に
無
用
の
束
縛
を
受
け
て
い
る
〈
d
)
。

衛
生
へ
の
関
心
も
顛
著
で
あ
る
。
「
衛
生
は
瞳
育
の
出
護
黙
で
あ
り
、
自
強
の
最
優
先
事
項
で
あ
る
。
我
が
園
で
は
衛
生
の
撃
は
久
し
く
講

じ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
最
近
、
生
理
事
者
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
毛
髪
は
も
と
も
と
血
垢
の
表
れ
た
も
の
で
あ
り
、
興
っ
て
き
れ
い
に
し
な
け
れ

ば
睦
の
働
き
に
悪
影
響
が
あ
る
」

(
a
〉
。
ま
た
、

不
潔
に
な
り
や
す
く
、
夏
の
汗
も
甚
だ
し
い
(

C

)

。
事
堂
の
講
堂
や
軍
替
な
ど
集
合
の
場
の

317 

空
気
を
よ
ご
す
〈
b
)
。
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ま
た
外
園
人
の
瑚
笑
を
う
け
る
こ
と
も
深
刻
な
問
題
と
言
え
る
。

「
た
だ
我
ら
中
園
だ
け
が
犬
・
牛
・
鹿
・
馬
の
あ
り
さ
ま
に
倣
い
、

し
，ー》

ぽ
を
肩
・
背
中
か
ら
垂
ら
し
て
、

み
っ
と
も
な
い
。
人
類
の
一
般
に
従
わ
ず
、
畜
生
の
仲
間
に
甘
ん
じ
て
い
る
。
こ
う
し
て
人
か
ら
明
ら
れ
後

ろ
指
を
き
さ
れ
る
の
だ
」

(
C

〉。

「
豚
の
し
っ
ぽ
・
女
子
の
服
」
と
罵
ら
れ
る

(
b
y
外
圏
と
同
じ
髪
型
・
服
装
に
す
れ
ば
、
差
別
さ
れ
る
こ

と
は
な
く
な
る

(
f
〉。

ま
た
髪
や
服
を
整
え
る
た
め
無
駄
な
時
間
や
金
銭
を
必
要
と
し
て
い
る

(
b
・
C

-

e

)
。

前
田
耕
易
服
の
盆
。

ま
ず
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

た
つ
と

「
文
弱
に
失
す
る
よ
り
雄
武
を
筒
ぶ
べ
き
だ
」
(
C

〉
と
い
う
護
想
で
あ
る
。

「
園
民
は
園
家
と
い
う
有
機
瞳
を
構
成
す
る
。
人
民
の
文
弱
は
、

〈

幻

)

「
向
武
」
が
鍵
と
な
る
語
で
あ
る

す
な
わ
ち
園
家
の
文
弱
で
あ
り
、

人
民
の
強
武

(
a
・
b
-
d
-
e
・

f
y

(

f

)

。
努
解
易
服
を
行
な
え
ば
、
動
き
や
す
く
な
り
向
武
の
基
礎
に
な
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
勇

猛
な
精
神
を
鍛
え
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
も
し
従
来
の
ま
ま
風
雅
の
外
見
を
誇
る
な
ら
柔
弱
・
萎
縮
に
陥
っ
て
し
ま
う
ハ

b
v

は
、
す
な
わ
ち
園
家
の
強
武
で
あ
る
」

「
お
よ

-128-

そ
人
の
瞳
と
い
う
も
の
は
、
外
見
が
き
ち
ん
と
し
て
い
れ
ば
、
内
面
も
し
っ
か
り
す
る
も
の
だ
。
峨
冠
博
稽
〈
士
大
夫
の
様
子
〉
な
ら
ば
、
そ
の

気
は
た
お
や
か
に
そ
の
心
は
文
弱
に
な
る
。

短
服
雄
冠
(
軍
服
な
ど
洋
装
と
帽
子
)
な
ら
ば
そ
の
志
を
正
し
そ
の
瞳
を
ま
っ
す
ぐ
に
す
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
弱
肉
強
食
の
時
代
に
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
改
め
れ
ば
園
民
は
聞
み
な
軍
人
の
資
格
を
持
つ
の
だ
」

に

あ

っ

て

は

、

弱

肉

強

食

、

我

が

中

園

が

存

績

を

願

わ

な

い

な

ら

、

(

e

)

。

「
こ
の
天
演
の
世
界

少
し
の
猶
議
も
な
い
。

そ
れ
ま
で
だ
。

し
か
し
、
も
し
存
績
を
願
う
な

ら
、
奮
習
を
打
ち
破
り
向
武
を
講
求
し
な
く
て
は
前
に
進
む
こ
と
は
で
き
な
い
」

(
a
〉。

「
い
ま
決
然
と
こ
れ
を
行
な
え
ば
、
全
園
の
精
神
は
必
ず
奮
い
立
つ
」

解
易
服
す
る
こ
と
を
皇
帝
が
命
じ
る
な
ら
ば
「
す
べ
て
の
人
民
は
奮
習
を
洗
い
流
し
、
喜
び
は
並
大
抵
で
な
か
ろ
う
。
雷
鳴
に
よ
っ
て
夢
か
ら

人
心
の
一
新
と
い
う
意
味
も
あ
る
。

(
a
〉
。
も
し
期
限
を
決
め
て
努

費
め
て
起
き
る
よ
う
な
も
の
だ
。
ま
さ
に
高
事
振
興
の
起
貼
と
な
ろ
う
」

外
圏
人
と
の
交
際
に
も
好
ま
し
い
。
断
髪
短
装
は
す
で
に
全
世
界
が
共
通
に
認
め
る
い
で
た
ち
で
あ
る

(
d
X
服
装
が
同
じ
に
な
れ
ば
友
好

(

C

)

。



の
情
も
増
す

(
e
〉。

-
努
婦
に
反
射
す
る
議
論
へ
の
反
論
。

解
髪
長
服
は
清
朝
に
と
っ
て
俸
統
あ
る
園
家
的
制
度
で
あ
る
と
い
う
論
に
劃
し
て
は
、
昔
は
閉
じ
ら
れ
た
世
界
(
「
閉
関
之
世
界
乙
で
あ
っ
た

が
今
は
支
流
が
庚
ま
り
一
睡
化
し
て
い
る
世
界
(
「
大
同
之
世
界
」
〉
に
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
慢
に
康
照
一
帝
一
が
現
在
に
生
ま
れ
て
い
た
な
ら
、

み
ず
か
ら
興
髪
易
服
し
て
海
外
観
察
に
出
た
か
も
し
れ
な
い
と
反
論
す
る
。
ま
た
「
園
粋
」
を
守
る
べ
し
と
の
論
に
劃
し
て
は
、
勢
解
易
服
よ

り
も
重
大
な
制
度
改
革
(
洋
式
数
育
の
導
入
な
ど
〉
が
す
で
に
な
さ
れ
て
い
る
現
在
に
あ
っ
て
は
、

員
に
守
る
べ
き
「
園
粋
」
と
は
外
面
的
な
も

の
で
は
な
く
愛
園
心
で
あ
る
と
説
く

(
a
v

「
園
粋
」
保
守
論
に
劃
し
て
、
近
代
兵
器
導
入
や
科
奉
麿
止
を
し
て
い
る
の
に
、
興
解
易
服
に
反
叫
到
す
る
の
は
お
か
し

い
と
述
べ
る

(
d
〉
。
最
も
重
要
な
「
園
粋
」
「
園
瞳
」
で
あ
る
は
ず
の
租
宗
の
版
圃
す
ら
次
々
と
失
わ
れ
、
利
権
も
外
園
に
奪
わ
れ
て
い
る
朕

況
で
、
い
た
ず
ら
に
髪
型
服
装
の
「
園
粋
」
に
拘
泥
す
る
の
は
、
本
末
轄
倒
と
批
剣
す
る

(
a
-
b
-
d
)
。

さ
ら
に
、
第
解
易
服
を
行
な
っ
た
ら
物
事
が
わ
か
っ
て
い
な
い
輩
が
騒
動
を
起
こ
す
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
危
倶
に
劃
し
て
は
、
開
明
的
な

ま
た
別
の
論
文
は
、

-129ー

者
は
由
学
界
(
数
育
関
係
者
)
・
工
一
商
界
に
も
既
に
多
数
お
り
、

し
か
も
専
制
の
徐
習
で
上
が
唱
え
れ
ば
下
が
倣
う
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
、
と
駁
す

る
(
a
〉。

-
期
解
の
時
期
と
方
法
。

立
憲
政
瞳
を
め
ざ
し
て
準
備
し
つ
つ
あ
る
現
在
こ
そ
努
縛
易
服
を
行
な
う
べ
き
時
期
で
あ
る

(
a
・
C
)
。

(

お

)

外
に
涯
遣
さ
れ
た
五
大
臣
が
開
園
す
る
ハ
a
-
b
-
d
・
e
-
f
)
。

お
り
し
も
憲
法
調
査
の
た
め
に
海

そ
し
て
、
勇
解
易
服
の
質
現
方
法
と
し
て
は
、
朝
廷
の
命
令
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
し
ば
し
ば
「
新
政
」
の
先
行
者
と
し
て
の
ピ
ョ

l
ト

ル
(
彼
得
〉
大
一
帝
と
明
治
天
皇
に
言
及
さ
れ
る

(
a
・
d
・
fv
最
上
な
の
は
朝
廷
が
全
園
臣
民
に
寅
行
を
命
じ
る
こ
と
で
あ
る
。

次
策
は
軍
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界
・
事
界
の
者
に
の
み
強
制
的
に
行
な
わ
せ
、

そ
の
習
慣
が
自
然
と
贋
ま
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

も
し
、

こ
れ
ら
の
策
が
不
可
能
な
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ら
、
第
解
易
服
を
妨
げ
て
は
な
ら
な
い
と
の
命
令
を
朝
廷
が
下
す
と
よ
い
(

a

)

。
別
の
論
文
も
、
ま
ず
撃
生
・
兵
士
・
工
業
務
働
者
は
、
義
務

的
に
前
田
髪
易
服
さ
せ
、
そ
れ
以
外
の
者
に
も
許
す
こ
と
を
提
議
す
る
(

b

)

。
ま
ず
官
か
ら
は
じ
め
事
堂
・
軍
に
及
び
一
般
民
に
至
る
「
一
定
の

秩
序
」
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る

(
d
v

以
上
、
六
本
の
「
興
髪
易
服
議
」
の
内
容
を
整
理
し
て
み
た
。
中
に
は
、
外
見
を
改
め
る
こ
と
に
急
で
あ
る
よ
り
園
民
の
精
神
を
改
め
る
こ

と
が
重
要
と
指
摘
す
る
論
文
も
あ
り

(
e
〉、

そ
れ
ぞ
れ
議
論
の
仕
方
に
個
性
が
あ
る
の
は
嘗
然
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
論
旨
に
多
く
の
共
逼

提
と
な
り
、

黙
を
見
て
と
る
こ
と
も
容
易
に
思
わ
れ
る
。
要
す
る
に
、
第
鱒
易
服
は
、
身
瞳
的
活
動
性
を
高
め
、
ひ
い
て
は
精
神
的
能
動
性
を
護
揮
す
る
前

そ
れ
ゆ
え
園
家
的
危
機
を
克
服
す
る
た
め
に
不
可
依
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
外
園
人
の
覗
貼
と
重
な
る
形
で
、
解
髪
が

恥
ず
べ
き
野
盤
な
(
禽
獣
に
も
等
し
い
〉
習
俗
と
感
費
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。

「
向
武
」
の
た
め
に
は
、
男
性
の
身
瞳
的
活
動
性
の
開
設
が
求
め
ら
れ
る
。
長
い
袖
に
こ
だ
わ
る
の
は
「
舞
が
上
手
な
婦
人
と
し
て
自
ら
を

遇
す
る
」

そ
も
そ
も
従
来
の
男
性
の
服
は
「
女
子
服
」
と
し
て
外
園
人
か
ら
瑚
ら
れ
て
い
た

(
b
〉
。
女
性
ら
し

さ
が
否
定
的
な
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
「
も
し
努
髪
易
服
す
れ
ば
男
女
の
匿
別
も
明
ら
か
と
な
る
」

(
f
〉
と
い
う
の
で

(
と
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

-130-

ゑ
山
ヲ
心
。

つ
ま
り
、
男
性
の
み
髪
を
男
り
洋
装
を
す
る
な
ら
ば
、
女
性
と
の
髪
型
服
装
の
面
で
の
性
差
を
強
調
す
る
こ
と
に
な
る
。
男
都
附
易
服
の

た
め
の
議
論
は
、
従
来
の
文
弱
な
士
大
夫
像
を
否
定
し
、
身
瞳
的
活
動
性
ゆ
た
か
な
新
時
代
の
男
性
像
を
新
た
に
提
示
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

り
、
そ
れ
は
女
性
と
の
性
差
の
再
構
成
で
も
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

そ
し
て
、
朝
廷
の
主
導
に
よ
っ
て
努
鱒
を
行
な
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
懸
賞
論
文
の
前
提
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ

る

宣
統
二
年
の
第
解
論
議

朝
廷
内
部
で
の
第
癖
論
議
の
先
騒
け
と
な
ア
た
の
は
、
外
交
経
験
豊
富
な
伍
廷
芳
に
よ
る
上
奏
で
あ

っ
た
。
こ
の
上
奏
は
、
宣
統
元
年
十
月



(
m
m
)
 

〈
農
暦
)
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
園
か
ら
行
な
わ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
文
章
が
一
般
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
は
、
翌
年
の
夏
で
あ
る
。

上
奏
文
に
お
い
て
、
伍
は
ま
ず
、
以
前
ア
メ
リ
カ
合
衆
園
の
公
使
と
な
り
、
ま
た
ベ
ル

l

・
メ
キ
シ
コ
・
キ
ュ
ー
バ
に
使
節
と
し
て
赴
い
た

際
の
見
聞
を
奉
げ
る
。
そ
れ
ら
の
地
の
華
僑
の
大
半
は
解
髪
を
輿
り
洋
服
を
着
て
お
り
、
解
髪
を
ま
だ
興
っ
て
い
な
い
者
も
頭
の
上
に
巻
き
上

げ
て
帽
子
で
隠
し
て
い
た
。
そ
こ
で
伍
が
園
家
の
制
度
に
従
え
と
勤
告
し
た
と
こ
ろ
、
彼
ら
は
、
現
地
の
人
々
か
ら
明
笑
さ
れ
、

ま
た
機
械
操

作
に
不
便
な
の
で
、

や
む
を
得
な
い
旨
を
説
明
し
た
と
い
う
。
そ
こ
で
、
伍
廷
芳
の
朝
廷
に
劃
す
る
提
案
は
、
解
髪
は
第
る
べ
き
だ
が
、
服
装

は
蹴
控
え
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

な
ぜ
癖
髪
を
前
知
る
べ
き
か
と
言
え
ば
、

無
用
な
も
の
を
残
し
て
外
園
人
に
笑
わ
れ
る
よ
り

は
、
掠
っ
て
改
革
の
気
風
を
起
こ
し
た
方
が
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
ま
す
ま
す
癖
髪
を
第
る
者
は
多
く
な
り
禁
止
す
る
の
は
難
し
い
の

で
、
か
え
っ
て
皇
帝
が
正
式
に
全
人
民
の
第
鮮
を
許
す
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

こ
れ
を
う
け
て
監
園
(
宣
統
帯
の
後
見
の
任
に
あ
る
父
載
溜
)
が
軍
機
慮
の
舎
議
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、

て
、
伍
廷
芳
の
提
案
は
棚
上
げ
と
さ
れ
た

(
b
h
(
U
F

】ロ
-
-
N
N
-
E
H
0
・司
-
N
g
)
。
朝
廷
が
反
躍
を
一
示
さ
な
い
の
で
、

那
桐
の
強
硬
な
反
針
に
あ
っ

伍
の
友
人
で
解
髪
を
興
る
こ

-131ー

と
を
望
む
者
は
再
度
の
上
奏
を
促
し
た
と
い
う
(
『
盛
京
時
報
』
宣
統
二
年
六
月
四
日
「
伍
前
使
請
勇
髪
燐
之
俸
読
」
)
。

朝
廷
内
で
議
論
が
本
格
化
し
た
の
は
、
海
外
観
察
よ
り
揖
開
園
し
た
考
査
軍
政
大
臣
載
濡
が
宣
統
二
年
夏
以
降
、
熱
心
に
努
耕
を
進
言
し
て
か

(

m
刊

)

ら
で
あ
る
。

某
邸
(
皇
室
に
連
な
る
高
官
で
あ
ろ
う
)
は
曾
議
の
場
に
お
い
て

「
第
締
易
服
の
事
は
形
式
上

監
園
は
決
定
を
留
保
し
て
い
た
が
、

の
措
置
に
遁
ぎ
な
い
。
留
事
生
の
意
見
に
よ
っ
て
そ
ん
な
議
論
を
立
て
る
に
至
?
た
の
で
あ
り
、
強
園
と
な
る
か
否
か
は
決
し
て
そ
ん
な
こ
と

に
閥
係
な
い
。
な
に
ゆ
え
溝
貝
勤
は
洋
行
し
た
と
た
ん
に
、
そ
ん
な
習
慣
に
染
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
全
く
不
可
解
だ
。
我
が
輩
は
今
後
、

解
髪
を
守
る
た
め
に
力
を
童
く
す
」
と
述
べ
た
と
い
う
(
『
盛
京
時
報
』
六
月
十
一
日
「
植
老
之
力
保
髪
務
」
)
。

載
溝
が
監
固
に
上
奏
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
軍
人
の
操
練
に
不
便
で
あ
る
こ
と
か
ら
軍
事
関
係
者
は
一
律
に
契
離
さ
せ
る
べ
き
だ
と
い
う

(
『
順
天
時
報
』
七
月
七
日
「
軍
界
髪
郷
之
賂
薙
」
)
。
さ
ら
に
は
、
朝
廷
が
本
格
的
に
改
革
に
取
り
組
む
と
い
う
意
思
を
示
す
た
め
に
努
髪
令
を
下
す
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べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
(
『
盛
京
時
報
』
七
月
八
日
「
契
髪
之
先
整
」
)
。

ま
た

「
解
髪
を
な
く
さ
な
け
れ
ば

〔
列
強
と
〕
強
盛
を
競
う
こ
と
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は
で
き
な
い
」
と
し
て
、
各
王
公
が
率
先
し
て
解
髪
を
勇
り
、
以
下
政
府
部
内
、
民
閉
ま
で
が
倣
う
よ
う
に
す
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
(
『
盛

京
時
報
』
七
月
二
十
九
日
「
濡
邸
提
議
鐙
限
努
髪
之
確
聞
」
)
。
し
か
し
、
監
園
は
載
濃
の
準
言
を
却
下
し
た
上
、
軽
奉
妄
動
で
根
本
が
わ
か
っ
て
い
な

い
と
彼
を
詰
責
し
た
の
で
あ
る
(
『
盛
京
時
報
』
七
月
十
=
百

「請
前
田
鶏
髪
阻
力
之
由
来
」
、
足
。
同
・
〉
ロ
m-M品
・
司・色。)。

り
に
解
髪
の
害
を
力
説
し
た
の
で
、
監
園
も
動
か
さ
れ
た
と
い
う
。
た
だ
し
服
制
を
制
定
し
た
上
で
皇
族
か
ら
貫
行
し
て
ゆ
く
と
い
う
議
論
に

そ
の
後
、

節
朗
が
召
見
の
お

な
ア
た
(
『
盛
京
時
報
』
七
月
二
十
七
日
「
園
粋
賂
失
之
先
撃
」)
。

陸
軍
部
向
書
陸
昌
も
監
園
に
召
見
し
た
際
、
軍
人
は
す
べ
て
軍
服
を
着
、
解
髪
を
男
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は

形
式
的
な
嬰
更
で
は
あ
る
が
精
神
上
の
数
果
が
あ
り
、
心
機
を
一
轄
し
、

の
で
あ
る
(
『
盛
京
時
報
』
八
月
五
日
「
蔭
向
書
奏
請
輿
髪
易
服
述
閲
」
)
。

ま
た
朝
廷
が
軍
人
を
重
視
す
る
こ
と
を
知
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
る

ま
た

駐
イ
タ
リ
ア
公
使
呉
宗
謙
も
電
報
に
よ
っ
て
契
髪
を
請
願
し
た
。

こ
の
よ
う
な
情
勢
の
中
で
、
来
年
か
ら
軍
人
と
在
外
公
館
勤
務
の
外
交
関
係
者
は
現
髪
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
風
聞
が
流
れ
る
に
至
?
た

(
『
盛
京
時
報
』
八
月
八
日
「
央
公
使
電
請
現
髪
之
述
閲
」
、
八
月
五
日
「
勢
解
有
明
年
賀
行
之
消
息
」
)
。

載
遺
骨
も
再
度
、

前
知
髪
を
奏
請
し
た
。

し
か
し

-132ー

質
の
と
こ
ろ
容
易
に
認
可
さ
れ
な
か
っ
た
(
『
盛
京
時
報
』
八
月
十
七
日

「瀧
貝
勅
又
請
努
髪
之
注
開
」
、
二
十
一
日
「
努
髪
事
向
難
寅
行
」
〉
。
勢
縛
易
服
に

よ
る
営
業
不
振
を
お
そ
れ
た
杭
州
の
帽
子
業
者
や
反
物
語
の
動
揺
は
、

一
商
務
組
舎
に
よ
る
電
報
で
北
京
に
俸
え
ら
れ
た
(
之
の

F
F下
回
少
司
・

品叶一
ω

一
ω何回
ν門
日

ω
・司・吋
ω∞)。

外
交
官
に
つ
い
て
は

結
局
そ
の
努
髪
が
認
め
ら
れ
る
に
至
司
た
と
い
う
風
聞
が
叉
も
流
れ
た
(
『
盛
京
時
報
』
十
月
十
六
日
「
准
外
交
官
現

髪
」
、
之
内
同
・

2
2
・品-句・

8
3
0

(足。

Rzs-M印

w
H
Y
A
∞仏)。

こ
れ
は
外
務
部
が
努
鱒
易
服
を
求
め
る
上
奏
を
行
な
う
な
ど
改
革
に
積
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
し
よ
う

(

況

)

軍
人
に
と
っ
て
は
、
操
練
の
便
や
愛
園
の
念
と
い
円
た
梢
抑
制
捕
の
動
機
は
十
分
だ
っ
た
。
軍
事
校
の
生
徒
の
努
捕
は
以
前
か
ら
進
ん
で
い
た
。

宣
統
二
年
に
至
っ
て
努
鮮
に
向
け
た
更
な
る
議
論
が
績
け
ら
れ
た
。

し
か
し
、
現
髪
の
利
貼
を
認
め
な
が
ら
も
「
た
だ
各
省
新
軍
の
知
識
は
ま

だ
完
全
に
聞
け
て
い
る
と
は
言
え
な
い
か
ら
」
、

現
髪
を
桓
否
す
る
兵
士
が
い
る
か
も
し
れ
ず
、

問
題
と
な
る
だ
ろ
う
、

と
す
る
意
見
も
あ
っ



た
(
『
盛
京
時
報
』
八
月
十
一
日
「
努
除
髪
癖
之
一
大
阻
力
」
〉
。

続
朗
は
、
翌
年
か
ら
の
陸
軍
の
真
髪
に
あ
た
っ
て
皇
帝
の
宿
衛
で
あ
る
禁
衛
軍
が
範
を
示
す
べ
き
だ
と
考
え
、
禁
衛
軍
の
某
統
帯
に
諮
り
、

ま
ず
歩
縁
一
告
か
ら
兵
士
に
努
髪
を
勤
め
、
希
望
に
よ
り
第
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
統
帯
は
、
日
本
に
留
拳
し
た
こ
と
が
あ
り
、
早
く

か
ら
解
髪
を
興
っ
て
い
た
。

彼
は
、
腕
朗
の
指
示
を
受
け
る
と
兵
士
を
集
め
て
、

解
髪
の
由
来
、

現
髪
の
必
要
性
を
演
説
し
た
。

兵
士
の
う

ち
五
人
は
感
動
し
て
契
髪
を
願
い
出
た
の
で
統
帯
は
こ
れ
を
許
し
た
。

と
こ
ろ
が
、

他
の
兵
士
た
ち
は
鄭
髪
奨
勘
に
不
満
で
、

そ
の
五
人
に

難
癖
を
つ
け
た
の
で
、
統
帯
が
叱
責
し
た
と
こ
ろ
、
替
の
全
部
数
百
人
が
逃
亡
し
て
し
ま
っ
た
(
『
盛
京
時
報
』
八
月
十
九
日
「
禁
衛
軍
逃
避
現
髪
述

開」〉。こ
の
よ
う
な
事
件
は
あ
っ
た
も
の
の
、
軍
人
の
男
髪
は
念
速
に
進
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
南
洋
海
箸
兵
艦
で
は
、
統
領
の
命
令
に
よ
り
、
全
員

が
鱒
髪
を
興
っ
た
(
『
民
立
報
』
九
月
二
十
六
日
「
不
要
燐
孜
的
嘗
兵
」
)
。
海
軍
大
臣
薩
鎮
旅
が
輿
髪
し
た
後
、
海
軍
慮
で
は
牢
分
以
上
の
者
が
努
髪

し
た
(
『
盛
京
時
報
』
十
月
二
十
三
日
「
海
軍
庭
現
髪
之
原
躍
」
)
。
禁
衛
軍
も
ほ
と
ん
ど
の
者
が
興
司
た
(
『
盛
京
時
報
』
十
月
三
十
日
「
紫
髪
之
末
運
」
〉
。

翠
界
の
者
(
教
育
関
係
者
・
畢
生
)
の
努
髪
は
ひ
と
ま
ず
必
要
な
い
と
い
う
議
論
(
『
盛
京
時
報
』
八
月
十
日
「
皐
界
髪
紫
可
保
無
慈
」
)
の
存
在
に

プ

ー

ム

(

沼

〉

も
か
か
わ
ら
ず
、
郵
髪
熱
は
む
し
ろ
翠
堂
で
盛
ん
で
あ
っ
た
。
天
津
で
は
、
北
洋
法
政
撃
堂
の
事
生
百
徐
人
が
第
髪
し
た
他
、
軍
世
直
撃
堂
で
四
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十
徐
人
、
北
洋
師
範
皐
堂
で
六
十
徐
人
が
、
高
等
工
業
皐
堂
で
十
徐
人
が
鄭
り
、
長
車
中
事
堂
・
新
拳
書
院
の
拳
生
の
多
く
も
こ
れ
に
績
い
た

(
『
順
天
時
報
』
九
月
十
一
日
「
現
髪
者
之
多
」
)
。
笹
口
の
一
商
業
拳
堂
で
は
、
は
っ
き
り
し
た
男
髪
令
が
出
て
か
ら
弟
る
べ
き
だ
と
い
う
、
在
一
庵
監

督
の
指
導
も
空
し
く
、
事
生
の
興
髪
熱
は
押
し
と
ど
め
が
た
か
っ
た
。
四
百
徐
人
中
百
三
十
九
人
ま
で
が
努
髪
し
た
と
い
う
。
替
口
一
商
業
事
堂

の
勇
髪
者
は
ま
も
な
く
二
百
三
十
徐
人
に
達
し
た
(
『
盛
京
時
報
』
十
月
十
一
日
「
星
生
之
努
髪
熱
」
、
十
月
十
七
日
「
拳
生
男
髪
盆
多
」
、
十
一
月
二
日
「
解

髪
之
死
刑
宣
告
」
〉
。
捕
時
嶺
で
も
事
生
百
人
徐
り
が
到
っ
た
(
『
盛
京
時
報
』

十
月
二
十
二
日
「
拳
生
之
契
髪
」
)
。
北
京
で
は
京
師
法
政
事
堂
・
財
政
事

堂
・
聞
事
堂
・
湘
聞
尚
子
堂
の
挙
生
の
大
牢
が
勇
っ
た
が
、
各
挙
堂
の
挙
生
は
連
合
大
舎
を
聞
い
て
年
内
に
全
員
が
努
髪
す
る
こ
と
を
決
議
し
よ
う
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と
計
重
し
た
(
『
盛
京
時
報
』
十
月
三
十
日
「
解
髪
之
末
運
」
〉
。
奉
天
で
は
、
森
林
・
農
業
・
中
撃
の
各
事
堂
の
事
生
が
、
解
髪
は
損
あ
っ
て
盆
な
い
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も
の
で
結
局
の
と
こ
ろ
進
化
の
過
程
で
淘
汰
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、

「
務
髪
之
死
刑
宣
告
」
)
。

わ
ざ
わ
ざ
同
志
を
呼
び
集
め
て
努
っ
た
(
『
盛
京
時
報
』
十
一
月
二
日

そ
も
そ
も
、
事
堂
で
の
契
髪
は
以
前
か
ら
問
題
司
損
さ
れ
て
い
た
。
光
緒
三
十
三
年
、
湖
贋
組
督
張
之
洞
は
、
間
学
堂
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
風
の
服
装

(
お
)

を
採
用
す
る
ほ
か
、
よ
か
ら
ぬ
書
物
を
所
醸
し
た
り
、
契
髪
し
た
り
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
宣
統
二
年
二
月
に

拳
部
尚
書
と
な
っ
た
唐
景
崇
は
、
嘗
初
、
解
髪
を
興
る
こ
と
を
大
目
に
見
て
い
た
が
、
皐
堂
に
お
け
る
努
髪
熱
の
ご
人
が
唱
え
れ
ば
百
人
が

十
一
月
五
日
、

こ
れ
に
な
ら
い
、

ふ
る
ま
い
は
欲
し
い
ま
ま
」

(
「
一
信
百
和
、
行
動
自
由
」
)
と
い
う
勢
い
を
憂
慮
し
て
、

事
生
の
勇
解
易
服
を

巌
禁
し
た
(
『
盛
京
時
報
』
十
一
月
十
日
「
皐
部
巌
禁
自
由
薙
燐
」
、
十
一
月
十
二
日
「
閉
宇
部
禁
阻
現
髪
之
原
文
」
)
。

軍
界
・
事
界
以
外
に
も
、
男
髪
熱
は
俸
わ
っ
て
い
た
。
天
津
で
は
宋
桂
航
・
宋
則
久
ら
が
「
努
髪
不
易
服
舎
」
を
護
起
し
、

ナ
リ
ズ
ム
〉
の
者
も
努
髪
を
貫
行
し
た
。
そ
の
後
、
事
堂
開
係
者
も
こ
れ
に
な
ら
っ
た
。
更
に
、
巡
警
局
か
ら
も
中
五
巨
分
署
の
巡
官
馬
醸
雲
、

巡
長
温
有
慶
・
貌
園
群
、
巡
警
馬
化
麟
・
劉
玉
山
・
李
蓮
航
ら
が
「
解
髪
に
死
刑
を
宣
告
し
た
」
。

(

川

品

)

者
で
勇
髪
す
る
者
は
百
人
以
上
に
達
し
た
(
『
盛
京
時
報
』
十
一
月
二
日
「
緋
髪
之
死
刑
宣
告
」
〉
。

報
界
(
ジ
ャ
ー

一方、

唐
山
で
は
、

銭
路
・
鎮
山
の
拙
労
働
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(

お

)

折
し
も
、
立
憲
制
度
準
備
の
一
環
と
し
て
北
京
に
議
事
機
関
「
責
政
院
」
が
設
置
さ
れ
、
九
月
一
日
に
正
式
に
開
舎
し
て
い
た
。
議
員
羅
傑

は
第
解
易
服
を
命
じ
る
上
誌
を
求
め
る
議
案
を
提
出
し
、
そ
の
他
、
周
震
麟
・
李
樹
良
も
提
議
し
た
た
め
、
十
一
月
一
日
の
第
二
十
一
次
舎
議

に
お
い
て
議
長
は
十
八
人
の
特
別
委
員
(
「
特
任
股
員
」
〉
を
指
名
し
霊
識
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
(
『
資
政
院
第
一
夫
常
年
曾
議
事
録
』
二
一
一
、
二
一
一
一
郡
山
。

翌
二
日
、
周
震
麟
・
羅
傑
は
自
ら
輿
解
を
貴
行
し
た
(
『
時
報
』
十
一
月
十
一
日
「
京
師
第
塀
之
風
雲
」
)
。

こ
れ
を
う
け
て
政
府
部
内
で
も
封
麿
の
た
め
の
舎
議
が
聞
か
れ
た
。
こ
こ
で
も
改
革
の
必
要
性
は
認
め
ら
れ
た
が
「
現
在
の
と
こ
ろ
風
気
は

ま
だ
聞
け
て
い
な
い
の
で
、
も
し
突
然
現
髪
令
が
は
っ
き
り
し
た
上
誌
の
形
で
出
れ
ば
、
き
っ
と
流
言
や
嘗
惑
に
よ
る
混
範
を
招
き
、
治
安
に

問
題
が
あ
ろ
う
」
と
の
剣
断
か
ら
、
軍
界
の
者
は
輿
髪
す
る
と
し
て
も
、
卒
民
は
自
由
に
ま
か
せ
無
理
に
第
ら
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
。

し
台、

し、

'政
務
慮
に
お
け
る
麿
昌
の
主
張
は
、
強
制
的
手
段
を
用
い
な
け
れ
ば
纏
足
問
題
と
同
様
で
数
果
が
あ
が
ら
な
い
、
と
い
う
強
硬
な
も
の
で



あ
っ
た
(
『
盛
京
時
報
』
十
一
月
八
日
「
植
府
針
於
男
髪
之
緋
法
」
)
。

各
専
門
高
等
事
堂
(
殖
透
・
財
政
・
税
務
・
寅
業
・
法
政
・
巡
警
・
交
遁
)
の
拳
生
は
、

て
努
捕
し
た
。
大
事
堂
に
は
「
ほ
し
い
ま
ま
に
解
髪
を
興
る
な
ら
ば
マ
イ
ナ
ス
の
評
定
材
料
と
す
る
(
「
須
記
大
過
一
次
」
〉
」
と
い
う
掲
示
が
出

て
い
た
が
、
掠
る
者
は
絶
え
な
か
ア
た
(
『
民
立
報
』
十
一
月
十
日
「
一
大
過
換
一
難
子
」
〉
。
北
京
の
事
生
の
う
ち
四
百
五
十
徐
人
が
募
っ
た
と
い
う

北
京
の
事
生
た
ち
も
敏
感
に
反
麿
し
た
。

一
致
圏
結
し

(
『
時
報
』
十
一
月
八
日
「
専
電
」
〉
。

十
一
月
九
日
、
資
政
院
が
特
別
に
任
命
し
た
委
員
曾
が
第
髪
易
服
問
題
に
つ
い
て
討
論
し
た
。
劫
義
が
「
い
ず
れ
陸
海
南
軍
は
興
髪
す
る
こ

と
に
な
る
の
だ
か
ら
、
大
元
帥
た
る
皇
帝一
陛
下
が
ま
ず
薙
髪
し
て
手
本
を
示
す
の
が
よ
か
ろ
う
」
と
述
べ
る
と
、
牟
琳
は
「
い
ま
や
軍
事
工
一
商

と
ど
め
難
い
勢
い
で
解
髪
を
契
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
す
べ
て
の
臣
民
に
薙
髪
す
べ
し
と
い
う
論
旨
を
下
す
べ
き
だ
」
と
主
張

し
、
こ
の
意
見
に
賛
成
が
集
ま
っ
た
。
さ
ら
に
服
制
に
つ
い
て
は
、
勇
髪
の
の
ち
長
服
が
不
適
嘗
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
制
定
し
直
す
こ
と

の
各
界
は
、

十
四
日
、
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で
合
意
が
得
ら
れ
た
(
『
盛
京
時
報
』
十
一
月
十
三
日
「
解
髪
之
命
運
蓋
失
」
)
。

い
よ
い
よ
資
政
院
に
お
い
て
こ
の
問
題
が
討
議
・
表
決
さ
れ
る
運
び
に
な
っ
た
。
特
別
委
員
舎
の
長
〈
「
特
任
股
員
長
」
〉
社
親
王
の

委
託
に
よ
り
牟
琳
が
委
員
舎
で
出
さ
れ
た
案
を
報
告
し
た
。
賛
否
南
論
の
討
論
が
績
い
た
が
、
例
え
ば
易
宗
聾
は
解
髪
が
種
々
の
不
便
を
も
た

ら
す
上
、
各
園
か
ら
「
豚
の
尻
尾
」
と
そ
し
ら
れ
る
こ
と
を
理
由
に
奉
げ
、
勢
髪
を
主
張
し
た
。
議
論
が
白
熱
す
る
中
で
、
江
西
の
民
選
議
員

で
あ
る
関
荷
生
が
腕
ま
く
り
し
て
勇
髪
反
封
を
叫
ん
だ
こ
と
を
瑳
端
と
し
て
、
議
場
内
は
一
時
騒
然
と
な
っ
た
。
報
告
書
に
つ
い
て
、
記
名
投

票
に
よ
る
表
決
が
行
な
わ
れ
た
が
、
白
票
(
賛
成
)
百
三
、
藍
票
(
反
封
)
二
十
八
、
無
数
票
六
で
可
決
さ
れ
た
。
割
れ
る
よ
う
な
拍
手
で
場
内

は
満
た
さ
れ
た
(
『
盛
京
時
報
』
十
一
月
十
九
日
「
資
政
院
記
事
」
)
。

と
こ
ろ
が
、
二
十
日
、
農
工
一
商
部
が
京
師
商
務
総
舎
の
請
願
を
取
り
次
い
で
上
奏
し
た
た
め
に
、
資
政
院
の
動
き
に
反
射
す
る
朝
廷
の
意
思

が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
京
師
一
商
務
総
舎
は
、
資
政
院
の
議
決
し
た
第
髪
易
服
に
よ
り
服
飾
業
界
が
被
害
を
受
け
る
こ
と
か
ら
保
護
を
求
め
た

の
で
あ
る
が
、
上
識
は
、
園
家
の
制
服
は
容
易
に
饗
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
い
い
加
減
な
話
に
惑
わ
さ
れ
る
な
、
と
述
べ
て
い
た
(
『
政
治
官
報
』
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十
一
月
二
十
一
日
、
二
十
三
日
〉
。

そ
れ
で
も
資
政
院
は
、

二
十
七
日
、

上
奏
文
の
議
決
案
を
通
過
さ
せ
た
(
『
資
政
院
第
一
次
常
年
曾
議
事
録
』

三
一
)
。

目
、
第
解
易
服
を
許
さ
な
い
、

は
水
泡
に
鯖
し
た
こ
と
に
な
る
。

と
の
上
識
が
お
り
た
の
で
あ
る
(
『
政
治
官
報
』
十
一
月
一
一
一
十
日
)
。

こ
う
し
て
、

し
か
し
結
局
、

責
政
院
で
の
議
論
の
積
み
重
ね

二
十
九

以
上
の
経
過
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
宣
統
二
年
に
あ
っ
て
は
解
髪
を
第
る
こ
と
は
必
ず
し
も
清
朝
に
反
劃
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
か
司

た。

む
し
ろ
宮
中
に
お
い
て
努
解
が
盛
ん
に
議
論
さ
れ
、

皇
帝
の
親
衛
隊
と
も
言
え
る
禁
衛
軍
す
ら
解
髪
を
努
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か

し
、
高
官
の
中
に
は
従
来
の
髪
型
の
制
度
を
固
持
し
よ
う
と
す
る
者
も
お
り
、

お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
改
革
反
掛
論
が
努
静
易
服
を
禁
じ
る
上

誌
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
事
生
や
民
開
人
の
努
解
の
動
き
は
す
で
に
押
し
と
ど
め
が
た
い
勢
い
を
も
っ
て
い
た
。
と
は
い
え
、

賀
政
院
で
勇
解
が
議
決
さ
れ
、
朝
廷
も
こ
れ
を
認
め
そ
う
だ
と
い
う
朕
況
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
り
、
勇
捕
に
打
倒
清
朝
の
意
義
を
込
め
た
と

(
『
時
報
』

ま
た
、
宣
統
二
年
の
努
耕
運
動
の
中
心
は
、
以
上
の
事
例
か
ら
み
る
限
り
北
京
・
天
津
な
ど
の
北
方
都
市
に
あ
っ
た
と
い
う
印
象
を
受
け
る

『
申
報
』
の
よ
う
な
上
海
の
新
聞
に
は
関
係
記
事
が
比
較
的
少
な
い
〉
。
こ
の
貼
は
、
革
命
後
の
朕
況
と
掛
照
的
で
あ
る
(
後
述
)
。
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は
考
え
に
く
い
。

四

辛
亥
革
命
時
期
に
お
け
る
勢
解
の
貫
践

清
朝
の
不
許
可
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
解
髪
を
興
る
人
々
は
後
を
絶
た
な
か
っ
た
。
上
海
の
張
園
で
は
勇
解
の
た
め
の
大
舎
が
開
催
さ
れ
た
。

漸
江
省
嘉
輿
で
も
府
の
撃
堂
の
教
師
の
多
く
と
七
十
人
ほ
ど
の
事
生
が
掠
っ
た
。
費
解
の
結
祉
の
組
織
化
も
試
み
ら
れ
た
。
ま
た
、
嘉
輿
で
は

風
刺
董
も
盛
ん
で
、
ば
か
長
い
尾
を
も
っ
豚
の
繕
で
解
髪
を
榔
撤
す
る
者
や
「
鬼
」
に
南
限
と
短
髪
を
つ
け
た
給
に
よ
っ
て
解
髪
を
興
る
と

「
洋
鬼
」
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
訴
え
る
者
も
い
た
(
足
。

F
F
σ
・
5
・
E
H
H
L・8
∞
一
豆
島
・
ω-HM
・ぉ
δ
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『
大
公
報
』
は
天
津
に
お
い
て
第
掃
を
賀
行
し
た
者
の
名
を
い

ち
い
ち
報
道
し
績
け
た
。
天
津
の
普
通
瞳
育
祉
の
社
員
二
百
徐
人
の
う
ち
、



社
長
楊
以
徳
が
鱒
髪
を
残
し
て
い
る
以
外
、
既
に
三
分
の
こ
の
者
が
勇
り
お
と
し
、
残
り
も
長
さ
を
半
分
に
し
た
。
操
練
の
際
に
敏
捷
に
な
り

「
大
い
に
向
武
の
精
神
が
あ
る
」
(
『
大
公
報
』
宣
統
三
年
三
月
二
日
「
社
員
男
髪
」
)
と
い
う
。
ま
た
ベ
ル
ギ
ー
経
営
の
電
車
が
事
故
を
頻
設
さ
せ
る

(
初
出
〉

こ
と
に
劃
す
る
天
津
人
の
抵
抗
運
動
に
お
い
て
は
「
仔
細
に
観
察
す
れ
ば
お
よ
そ
解
髪
を
鄭
っ
た
志
士
の
多
敷
が
電
車
に
乗
ら
な
く
な
っ
て
お

り
、
解
髪
を
弟
っ
て
い
な
い
に
せ
よ
以
前
か
ら
開
明
的
で
あ
る
こ
と
を
自
認
す
る
者
(
「
素
挽
開
通
者
」
)
も
ま
た
電
車
に
乗
ら
な
い
こ
と
で
封
麿

し
て
い
る
」

(
『
順
天
時
報
』
宣
統
三
年
七
月
七
日
「
電
車
公
司
注
意
」
〉
と
い
う
扶
況
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、
契
解
を
決
定
的
に
加
速
さ
せ
た
の
は
宣
統
三
年
秋
の
革
命
勃
護
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
上
海
を
統
治
す
る
革
命
政
権
は
成
立
後
ま

も
な
く
以
下
の
告
示
を
出
し
た
。

「
武
漢
の
蜂
起
以
来
、
各
省
も
こ
れ
に
呼
躍
し
た
。
す
べ
て
我
ら
同
胞
は
一
律
に
第
拙
附
せ
よ
。
野
轡
人
の
尾

(
「
自
漢
起
義
、
各
省
響
慮
。
凡
我
同
胞
、
一
律
相
封
勝
。
除
去
胡
尾
、
重
振
漢
室
」
〉
(
『
時
報
』
九
月
二
十
二
日
「
上

を
取
り
除
き
、
漢
民
族
を
再
興
し
よ
う
」

(

叩

品

)

海
軍
政
府
示
」
〉
。

寅
一
帝
紀
元
四
千
六
百
九
年
十
一
月
十
日
づ
け
で
都
督
陳
其
美
に
よ
る
更
に
詳
し
い
告
示
が
出
さ
れ
た
が
、

命
政
権
に
と
っ
て
の
費
解
の
論
理
が
知
ら
れ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
草

-137-

そ
も
そ
も
髪
を
結
っ
て
解
髪
と
す
る
の
は
、
野
轡
人
の
特
殊
風
俗
で
、
元
来
は
地
球
五
大
洲
に
も
見
ら
れ
ぬ
奇
怪
な
あ
り
さ
ま
で
、
数
千

年
の
藍
史
に
も
先
例
が
な
い
。

し
か
し
、
満
洲
の
清
朝
が
山
海
聞
か
ら
入
っ
て
以
来
、
強
盤
的
な
猛
威
を
振
る
い
、
野
蟹
な
風
俗
に
同
化

さ
せ
よ
う
と
し
た
。
試
し
に
髪
史
を
ひ
も
と
い
て
み
る
な
ら
、
な
べ
て
我
が
同
胞
の
租
先
で
解
髪
に
抵
抗
し
た
た
め
虐
殺
さ
れ
た
者
は
数

え
き
れ
な
い
。
も
と
よ
り
我
が
同
胞
が
二
百
六
十
徐
年
の
清
朝
統
治
の
下
、
心
を
痛
め
恥
を
忍
び
復
讐
し
よ
う
と
願
い
つ
つ
機
舎
を
得
な

か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
今
、
幸
い
に
も
天
は
中
園
を
祝
福
し
漢
土
は
再
び
回
復
さ
れ
た
。
お
よ
そ
血
気
あ
る
者
が
祖
先
の
苦
し
み
を
追
憶

し
、
先
を
争
っ
て
こ
の
敷
寸
の
野
轡
人
の
尾
を
募
り
我
ら
に
好
ま
し
い
髪
型
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
の
は
、
嘗
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か

一
般
下
流
祉
舎
の
無
知
識
の
輩
は
、
ま
だ
蓄
習
に
こ
だ
わ
り
成
り
行
き
を
眺
め
て
い
る
。
し
ば
し
ば
各
国
瞳
ま
た
は
個
人
が
都
督
府

し
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に
来
て
癖
髪
の
禁
止
令
を
請
願
す
る
も
の
の
、
本
官
は
強
制
的
な
命
令
に
よ
っ
て
個
人
身
瞳
の
自
由
に
干
渉
し
よ
う
と
は
全
く
思
わ
な

い
。
と
は
い
え
、
こ
の
因
循
が
ひ
ど
く
な
れ
ば
、
政
瞳
に
甚
だ
合
致
せ
ず
、
か
つ
寓
人
が
一
丸
と
な
っ
て
共
和
を
渇
望
す
る
民
情
を
表
せ
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な
い
(
『
民
立
報
』
十

一
月
十
日
「
都
督
一示令前期髪」)。

そ
れ
ゆ
え
、
民
聞
に
お
い
て
第
解
の
勧
誘
を
徹
底
し
て
行
な
う
よ
う
指
示
を
出
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
告
示
に
お
い
て
は
、
排
漏
を
大
義
と
し

て
き
た
革
命
政
権
で
あ
る
以
上
、
統
治
下
の
人
民
に
は
解
髪
を
興
っ
て
も
ら
わ
ね
ば
困
る
た
め
、
二
百
六
十
年
以
上
も
前
の
祖
先
の
苦
し
み
を

追
想
す
る
の
を
や
田
然
と
み
な
す
と
い
う
議
論
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
て
騒
動
を
起
こ
す
こ
と
を
慮
り
、

問
北
地
方
自
治
公
所
は
「
義
務
関
解
圏
」
を
設
立
し
、
圏
員
を
涯
遣
し
て
道
路
で
人
々
に
努
鱒
を
勤
め
た
。
た
だ
「
無
知
の
愚
民
」
が
誤
解

ま
た
、

巡
警

・
軍
土
と
と
も
に
勧
誘
を
行
な
う
こ
と
に
し
た
。

各
軍
の
兵
士
が
道
行
く
人
の
解
髪
を
無

理
に
勇
り
落
と
す
と
い
う
こ
と
が
物
議
を
か
も
し
、

で
、
解
髪
を
輿
ら
ず
帽
子
の
中
に
隠
し
て
い
る
兵
士
が
騒
動
の
原
因
と
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
た
め
、
軍
人
は
人
民
の
模
範
で
あ
る
と
い
う
理
由

で
、
す
べ
て
の
兵
士
に
即
日
の
努
解
が
命
じ
ら
れ
た
(
『
申
報』

正
月
四
日
「
重
申
軍
人
期
解
之
命
令
」)。

こ
れ
を
禁
じ
る
告
示
も
出
さ
れ
た
(
『
申
報
』
民
園
元
年
正
月
一
日
「
契
燐
問
題
実
紀
」
)
。

一
方

民
間
人
に
男
髪
を
強
制
し
な
い
と
い
う
方
針
は
、
臨
時
大
総
統
孫
文
の
命
令
に
よ
っ
て
襲
更
さ
れ
た
。
孫
文
は
、
清
朝
が
解
髪
を
強
制
し
心

あ
る
人
士
が
こ
れ
に
抵
抗
し
た
歴
史
に
鯛
れ
、
現
今
で
は
世
界
中
か
ら
笑
わ
れ
衛
生
に
も
好
ま
し
く
な
い
と
し
て
、
全
人
民
に
、
命
令
を
う
け

-138ー

て
か
ら
二
十
日
以
内
に
解
髪
を
興
る
よ
う
、

周
知
徹
底
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
(
『
臨
時
政
府
公
報
』
二
九
、
民
園
元
年
三
月
五
日
)
。

上
海
民

政
総
長
李
卒
書
も
こ
れ
を
受
け
て
一
律
柄
拘
耕
令
を
出
し
た
(
『
時
報
』
四
月
六
日
「
不
期
解
者
以
準
法
論
」
)
。

以
上
は
主
に
上
海
の
朕
況
で
あ
る
が
、
他
の
地
域
で
も
類
似
し
た
経
緯
が
見
ら
れ
た
。

中
華
民
園
の
首
都
と
な

っ
た
南
京
で
は
、
民
園
元
年

春
ま
で
に
縛
髪
を
拐
っ
た
者
は
八

1
九
割
に
上
っ
た
。
巡
警
繍
脳
陣
は
孫
文
の
命
令
に
基
づ
き
、

ま
た
自
分
た
ち
は
「
風
俗
」
を
維
持
す
る
責
務

が
あ
る
と
し
て
、

ま
だ
掠
っ
て
い
な
い
者
に
射
し
て
二
十
日
以
内
の
努
解
を
命
じ
た
(
『
臨
時
政
府
公
報
』
三
六
、
民
園
元
年
三
月
十
二
日
)
。

庚
東
諮
議
局
が
共
和
濁
立
を
宣
言
す
る
と
、
庚
州
の
各
階
層
の
男
性
は
み
な
床
屋
に
押
し
か
け
、
そ
の
一
日
だ
け
で
二
十
飴
寓
人
が
解
髪
を

(

m
却
〉

興
っ
た
と
い
う
。
贋
東
軍
政
府
民
生
部
長
陳
景
華
は
、
巡
警
メ
ン
バ
ー
の
一
律
相
野
解
を
命
じ
た
。

新
江
に
お
い
て
は
、
軍
政
府
都
督
湯
蕎
潜
が
政
府
職
員
・
軍
隊
・
警
察
の
努
解
を
徹
底
し
た
。
更
に
満
洲
王
朝
の
阻
習
た
る
解
髪
を
努
っ
て



漢
園
を
復
興
し
た
こ
と
を
慶
祝
す
べ
く
、
全
省
人
民
に
謝
し
て
一
か
月
以
内
の
勢
静
を
命
じ
、
罰
則
と
し
て
公
民
擢
剥
奪
を
提
示
し
た
。
そ
こ

(

ω

)

 

で
事
生
，・
軍
人
の
勇
騨
は
進
ん
だ
が
、
他
方
で
は
こ
の
政
策
を
批
剣
す
る
者
も
い
た
。

奉
天
で
は
、
政
府
の
指
令
を
待
た
ず
し
て
癖
髪
を
勇
る
者
は
漸
増
し
、
床
屋
は
繁
盛
し
た
。
南
方
出
身
の
者
は
は
じ
め
か
ら
五
分
刈
り
な
ど

に
し
た
が
、
土
着
の
満
洲
人
に
は
曙
踏
の
色
が
見
え
、
第
る
者
で
も
首
筋
の
あ
た
り
ま
で
髪
を
と
ど
め
て
い
た
。
こ
れ
は
越
爾
巽
都
督
の
政
治

的
態
度
が
い
ま
だ
明
白
で
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
清
朝
支
持
に
ま
わ
る
か
も
知
れ
ず
、
そ
の
と
き
頭
髪
が
短
す
ぎ
れ
ば
備
の
癖
髪
を
附
け
ら

(
4〉

れ
な
い
と
い
う
思
慮
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
喰
爾
漬
で
は
第
髪
の
動
き
は
盛
ん
で
あ
っ
た
が
、
遼
陽
一
帯
で
は
張
作
震
が
鄭
解
を
抑
座
し
て
い

た
(
『
民
立
報
』
宣
統
三
年
十
一
月
十
一
日
「
契
髪
之
大
倉
」
〉
。

以
上
の
よ
う
な
各
地
の
展
開
か
ら
知
ら
れ
る
の
は
、
解
髪
の
有
無
は
清
朝
と
革
命
政
権
の
ど
ち
ら
の
支
『配
下
に
あ
る
か
を
表
示
し
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
革
命
政
権
は
打
倒
満
洲
王
朝
の
大
義
か
ら
一
般
人
民
の
弟
捕
を
期
待
し
、
ま
た
新
政
擢
を
支
持
し
よ
う
と
す
る
人
々
は
自

-139ー

ら
解
髪
を
拐
っ
た
の
で
あ
る
。
朝
廷
も
賀
政
院
の
要
請
に
基
づ
き
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
「
自
由
頭
髪
」
を
許
し
た
が
(
『
宣
統
政
紀
』
三
年
十
月
十
七

日
て
こ
の
論
旨
の
一
意
味
が
大
き
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

「
弟
鱒
は
排
満
の
表
示
」
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
だ
け
で
は
勢
解
の
政
治
的
意
義
の
理
解
と
し
て
は
不
充
分
で
あ
ろ

う
。
以
前
の
章
畑
麟
の
弟
解
が
瞳
制
と
決
別
す
る
強
い
意
志
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
の
に
劃
し
、
雲
山
朋
を
う
っ
た
よ
う
な
努
解
は
大
勢
に
乗
り

遅
れ
ま
い
と
す
る
行
動
で
あ
り
、
自
費
的
な
政
治
的
態
度
の
表
明
(
反
逆
)
と
新
瞳
制
下
で
の
自
己
保
身
(
順
磨
〉
と
い
う
全
く
劃
蹄
的
な
政
治

以
上
か
ら
、

車

的
寅
践
で
あ
円
・た
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
し
、
契
鱒
を
行
な
わ
な
い
者
に
劃
す
る
風
あ
た
り
は
強
く
な
っ
た
と
は
い
え
、
す
ぐ
に
耕
髪
が
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
た
び
の
民
園
の
革
命
は
、
解
髪
を
募
る
こ
と
、
が
第
一
の
目
印
(
「
標
記
」
〉
に
な
っ
て
い
る
。

れ
ば
、

解
髪
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
る
者
が
い

豚
の
尻
尾
と
そ
し
っ
た
り
満
洲
の
奴
僕
と
の
の
し
っ
た
り
し
、
は
て
は
解
髪
を
つ
け
た
者
の
選
奉
擢
を
剥
奪
す
る
こ
と
で
強
制

手
段
と
し
よ
う
と
考
え
る
者
も
い
る
。
し
か
し
、
北
方
で
は
政
界
・
報
界
(
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
)
・
事
界
〈
数
育
関
係
者
)
は
よ
い
と
し
て
、

329 
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軍
・
一
商
・
農
・
工
の
各
界
で
ま
だ
奥
解
し
な
い
者
は
今
な
お
多
数
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
習
慣
の
せ
い
で
あ
り
、
共
和
に
反
劃
す
る

(

必

〉

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
(
『
大
公
報
』
民
図
元
年
十
一
月
二
十
日
「
開
評
二
L
)

。

(

川

町

)

こ
の
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
革
命
後
の
興
解
は
南
方
諸
省
の
方
が
北
方
よ
り
徹
底
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
前
述
の

奉
天
の
事
例
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
北
方
で
は
革
命
涯
に
よ
る
政
権
掌
援
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
大
勢
順
躍
的
な
費
解
の
流
行
が
起
こ
ら

な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
貼
、
宣
統
二
年
の
現
解
が
北
京
・
天
津
な
ど
北
方
に
お
い
て
盛
ん
で
あ
っ
た
の
と
掛
照
的
で
あ
る
。

さ
ら
に
政
府
関
係
者
や
数
育
関
係
者
が
少
な
い
郷
村
で
は
、
都
市
部
以
上
に
解
髪
は
残
っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
魯
迅
が
「
風
波
」
〈
『
附

賊
』
〉
で
張
動
復
」
僻
(
一
九
一
七
年
〉
頃
の
郷
村
に
お
い
て
解
髪
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
活
篤
し
て
い
る
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

快
西

省
浬
陽
豚
冶
崎
直
で
は
民
園
十
六
年
〈
一
九
二
七
年
)
に
始
ま
る
農
民
運
動
が
、
男
性
は
縛
髪
を
掠
り
女
性
は
纏
足
を
は
ず
す
べ
き
こ
と
を
宣

(

川

悩

)

停
し
、
観
劇
に
人
が
集
ま
っ
た
折
り
を
利
用
し
て
解
髪
を
興
る
よ
う
に
し
む
け
た
。

民
園
十
九
年
(
一
九
三

O
年
〉
、
毛
津
東
が
江
西
省
尋
問
尉
鯨
を
調
査
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
こ
の
豚
の
理
髪
の
歴
史
を
み
る
と
、
民

園
元
年
か
ら
洋
式
の
は
さ
み
(
「
洋
現
」
)
が
用
い
ら
れ
た
が
、
み
な
坊
主
頭
(
ス
キ
ン
H
ヘ
ッ
ド
)
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
鏡
や
櫛
な
ど
器
具
も
備
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え
ら
れ
洋
式
の
髪
型
が
普
及
し
て
い
っ
た
。
調
査
の
時
黙
で
は
、
勝
城
や
市
銀
で
は
坊
主
頭
は
見
ら
れ
な
く
な
司
た
が
、
郷
村
で
は
ま
だ
坊
主

(

必

)

そ
れ
は
例
外
的
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

頭
が
い
た
と
い
う
。
地
主
の
中
に
は
帰
髪
を
残
し
て
い
る
者
が
い
た
が
、

五

解
髪
か
ら
み
た
風
俗
問
題

解
髪
を
興
る
べ
き
か
否
か
と
い
う
議
論
に
お
い
て
、

し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
の
が
、

『
孝
経
』
開
宗
名
義
章
の
文
言
で
あ
る
。

「
身
瞳
髪

つ
ま
り
締
髪
を
興
る
の
は
親
よ
り
受
け
た
身
瞳
を
傷
つ
け
る
こ
と
に
な
り
「
孝
」
の
倫
理
に
反
す
る
か
ら
好
ま
し

く
な
い
と
い
う
意
見
も
あ
れ
ば
、
解
髪
に
す
る
の
は
髪
の
過
半
を
剃
っ
て
い
る
か
ら
買
は
孔
子
の
敬
え
に
背
い
て
い
る
と
い
う
反
論
も
あ
っ
た

ひ

ま
た
『
論
語
』
憲
問
篇
の
「
管
仲
微
か
り
せ
ば
、
吾
れ
其
れ
被
髪
左
在
せ
ん
」
を
援
き
、

膚

敢
え
て
致
傷
せ
ず
」
。

(
前
掲
『
大
公
報
』
懸
賞
論
文
の
b
〉。

「
被
髪
は
夷
俗



あ
る
。

で
あ
る
」
と
し
て
、
解
髪
は
被
髪
に
近
い
、
と
指
摘
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
ハ
同
前
)
。
暗
に
、
解
髪
も
満
洲
の
「
夷
俗
」
だ
と
非
難
す
る
わ
け
で

と
も
あ
れ
、
髪
型
〈
そ
し
て
服
装
〉
の
問
題
は
、
儒
教
の
債
値
観
に
照
ら
し
て
論
じ
る
よ
う
な
、
倫
理
に
か
か
わ
る
こ
と
が
ら
で
あ
っ

--。
ふ
れ

古
典
の
記
述
は
と
も
あ
れ
、
衣
冠
風
俗
の
問
題
が
祉
舎
秩
序
全
瞳
に
関
係
す
る
と
い
う
護
想
は
、
ご
く
嘗
た
り
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
み
ら

れ
る
。
管
見
の
か
ぎ
り
、
清
末
に
お
い
て
は
、
個
々
人
が
髪
型
や
服
装
を
自
ら
の
感
性
に
よ
っ
て
自
由
に
選
揮
す
べ
き
だ
と
い
う
議
論
は
ご
く

稀
と
言
え
る
。
第
鱒
易
服
に
劃
す
る
賛
成
論
に
せ
よ
反
劃
論
に
せ
よ
、
本
稿
で
検
討
し
た
論
説
の
す
べ
て
が
、
費
解
易
服
の
問
題
を
、
今
後
の

政
治
・
祉
舎
秩
序
の
あ
る
べ
き
像
の
構
想
と
闘
係
さ
せ
て
議
論
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
現
代
の
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
あ

ま
ず
指
摘
し
て
お
く
べ
き
こ
の
時
期
の
特
徴
で
あ
ろ
う
。

り
え
な
い
こ
と
で
あ
り
、

〈

必

)

一
般
的
に
い
っ
て
「
風
俗
」
は
志
あ
る
者
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
改
良
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
解
髪
や
服
制
は
清
朝
の
制
度
で
あ
っ
た
か

ら
、
朝
廷
に
制
度
の
改
獲
を
迫
る
と
い
う
形
が
ま
ず
と
ら
れ
た
が
、
し
か
し
風
俗
改
良
に
つ
い
て
は
匹
夫
も
責
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
解
髪
と
い

う
随
習
を
な
く
す
べ
く
運
動
す
る
民
間
人
の
登
場
は
避
け
ら
れ
な
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
天
津
で
は
「
第
解
不
易
服
曾
」
が
作
ら
れ
、
嘉

輿
で
も
費
解
を
め
ざ
す
舎
を
作
る
動
き
が
あ
り
、
上
海
で
は
張
園
で
大
規
模
な
集
舎
が
も
た
れ
た
。
こ
れ
は
、
同
じ
頃
、
釈
れ
を
吸
う
こ
と
、

〈
円
引
)

纏
足
を
施
す
こ
と
を
晒
習
と
み
な
し
て
攻
撃
す
る
社
舎
改
良
運
動
と
軌
を
一
に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
時
期
、
開
明
的
で
あ
る
こ
と
を
自
認
す
る
人
々
の
動
き
は
、
彼
ら
に
よ
っ
て
愚
昧
と
み
な
さ
れ
た
民
衆
の
抵
抗
に
あ
う
。

(
岬
叩
〉

風
俗
改
良
の
基
地
と
な
る
は
ず
の
事
堂
や
警
察
署
は
し
ば
し
ば
焼
き
討
ち
に
あ
い
、
璃
片
栽
培
の
禁
止
は
暴
動
を
惹
起
し
た
。
耐
用
髪
に
つ
い
て

-141ー

は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

政
府
部
内
の
費
解
消
極
論
の
根
擦
と
し
て
「
現
在
の
と
こ
ろ
風
気
は
ま
だ
聞
け
て
い
な
い
の
で
、
も
し
突
然
契
髪
令
が
は
っ
き
り
し
た
上
識

の
形
で
出
れ
ば
、
き
っ
と
流
言
や
嘗
惑
に
よ
る
混
凱
を
招
き
、
治
安
に
大
い
に
問
題
が
あ
ろ
う
」
(
『
盛
京
時
報
』
宣
統
二
年
十
一
月
八
日
「
植
府
針

於
第
髪
之
緋
法
」
〉
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
現
に
山
東
省
周
村
庖

2
Z三
き
る
の
『
ノ
l
ス
H
チ
ャ
イ
ナ
H

へ
ラ
ル
ド
』
逼
信
員
は
、
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統
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年
の
男
解
論
議
が
終
結
し
た
頃
、
郷
村
に
(
一
ロ
円
7
0
8
5可
可
〉
贋
ま
っ
て
い
る
努
解
令
の
噂
を
報
告
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
あ
る
日
以
降
、

す
べ
て
の
男
性
は
解
髪
を
輿
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
す
べ
て
の
女
性
は
纏
足
を
や
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
あ

る
官
僚
が
す
ぐ
任
命
さ
れ
る
が
、
そ
の
任
務
は
各
豚
の
主
な
町
や
村
を
回
っ
て
布
告
に
つ
い
て
説
明
し
、
時
限
ど
お
り
に
規
定
を
守
ら
せ
る
こ

と
だ
」
と
い
う
の
で
あ
る
(
足
。
同
・
』

E-m・
5
ロ-
H
Y
N
3
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
噂
が
「
混
観
を
招
き
、

治
安
に
大
い
に
問
題
が
あ
る
」
の

は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

(
州
日
〉

推
測
す
る
な
ら
ば
、
髪
に
「
魂
」
が
宿
る
と
い
う
民
俗
信
仰
と
開
係
が
あ
ろ
う
。
こ
の
時
期
、
誠
一
警
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
戸
口
調
査
は
、

(
印
)

「
八
字
」
(
生
年
月
日
時
刻
)
を
知
ら
れ
る
こ
と
(
そ
れ
に
よ
っ
て
呪
い
を
か
け
ら
れ
る
こ
と
〉

か
ら
、
恐
怖
の
封
象
と
な
っ
た
。
鎮
道
建
設
(
特
に
銭

橋
架
設
)
は
、
人
柱
を
必
要
と
す
る
工
事
と
考
え
ら
れ
嫌
悪
さ
れ
た
。
新
し
い
「
中
園
」
の
建
設
の
た
め
に
要
請
さ
れ
た
努
解
も
、
民
俗
信
仰

か
ら
の
反
撃
を
受
け
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
風
俗
改
良
は
、
民
俗
的
世
界
観
を
迷
信
と
み
な
し
て
破
壊
し
て
ゆ
く

(

日

)

こ
と
を
使
命
と
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
先
に
奉
げ
た
「
論
髪
解
原
由
」
(
『
清
議
報
全
編
』

『
責
脅
魂
』
)
は
、
明
代
の
結
髪
↓
清
代
の
解
髪
↓
西
洋
人
の
短
髪
と
い
う
護
展
モ

『
時
報
』
記
事
も
、
韓
園
人
は
努
髪
を
願
わ
ず
蓋
湾
人
は
耕
髪

-142-

デ
ル
を
提
示
し
「
進
化
文
明
の
程
度
」
と
の
関
連
を
想
定
し
て
い
る
。
ま
た
、

を
と
ど
め
て
い
る
が

い
ず
れ
も
植
民
地
と
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、

「
文
明
を
模
倣
し
て
」
勇
雄
耐
を
行
な
う
こ
と
を
提
唱
す
る
(
宣

統
二
年
十
一
月
九
日
「
努
除
務
髪
之
潮
流
」
)
。
こ
の
よ
う
に
勇
捕
は
、

よ
り
先
進
的
な
風
俗
を
導
入
す
る
と
い
う
目
的
を
有
し
て
い
た
。

そ
の
護
想
の
根
源
は
二
つ
想
定
で
き
る
。
ま
ず
直
接
的
に
は
、
嘗
時
の
ヨ
l
ロ
ヅ
パ
や
日
本
に
お
け
る
文
明
観
の
受
容
と
内
面
化
で
あ
る
。

「
捕
髪
を
曳
き
ず
り
、
胡
服
を
着
、
ふ
ら
ふ
ら
と
、
ロ
ン
ド
ン
の
街
な
か
を
行
く
と
、
道
行
く
人
で
玄
関
"
匂
釘
〔
豚
の
尾
|
原
註
〕
、

g
g
m巾

〔
野
轡
1

原
註
〕
と
言
わ
ぬ
者
が
な
い
」
「
ふ
ら
ふ
ら
と
東
京
の
街
中
を
行
く
と
、
道
行
く
人
で
チ
ャ
ン
チ
ャ
ン
坊
主
と
言
わ
ぬ
者
が
な
い
」

(

臼

)

(
都
容
『
革
命
軍
』
第
二
章
)
と
い
う
よ
う
な
侮
蔑
を
な
く
す
た
め
に
野
噴
な
習
俗
は
改
良
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

解
髪
は
「
狩
猶
遊
牧
の
賊
・
満
洲
人
」
が
強
制
し
た
も
の
で
あ
り

し
か
し
も
う
一
つ
、
歴
史
的

に
形
成
さ
れ
た
華
夷
翻
の
系
譜
も
あ
る
。

「
わ
が
同
胞
の
今
日
の
い
わ
ゆ



ぃ
、
旬
奴
と
い
い
、

韓
担
と
言
っ
て
い
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
」

(
同
前
〉
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
夷
と
い
い
、

解
髪
を
非
難
し
て
「
胡
尾
」
と
い
う
と
き
、
そ
れ

轡
と
い
い
、

戎
と
い
い
、

放
と
い

る
朝
廷
、

い
わ
ゆ
る
政
府
、

い
わ
ゆ
る
皇
帝
な
る
者
は
、

わ
れ
ら
が
昨
日
ま
で
、

は
禽
獣
に
近
い
夷
秋
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
含
意
さ
れ
る
。
髪
型
服
装
を
華
夷
の
別
の
表
徴
と
す
る
護
想
の
系
譜
が
動
員
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
則
る
べ
き
先
例
と
し
て
日
本
の
「
文
明
開
化
」
が
存
在
し
た
こ
と
で
あ
る
。
渡
漣
浩
は
、

日
本

人
に
と
っ
て
「
あ
る
意
味
で
西
洋
こ
そ
が
員
の
「
中
華
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
う
な
っ
た
こ
と
を
背
景
と
し
て
、

「
中
華

「
そ
れ
は
、
こ
ち
ら
を
見
下
し
つ
づ
け
て
き
た
嘗
の
中
園
を
だ
し
ぬ
い
て
の

(

臼

〉

「
ザ
ン
ギ
リ
頭
」
と
洋
服
が
「
文
明
開
化
」
の
象
徴
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。
「
文
明
開

化
」
を
経
た
日
本
人
は
「
支
那
人
」
の
解
髪
に
劃
す
る
軽
蔑
を
強
め
て
ゆ
く
。
こ
れ
に
劃
し
て
「
中
園
」
も
安
閑
と
し
て
い
ら
れ
な
い
と
い
う

化
」
と
し
て
の
「
文
明
開
化
」
が
起
き
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」

「
中
華
化
」
で
あ
る
」
と
指
摘
し
、

更
に
渡
遁
は
「
日
本
で
は
、
諸
園
の
格
附
け
の
意
識
と
そ
の
な
か
で
の
番
附
上
昇
の
願
望
が
、

(

臼

)

る
ま
い
か
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
格
附
け
の
意
識
」
は
、
本
稿
で
議
論
し
た
清
末
社
舎
で
も
珍
し
く
な
い
。
前
掲
の
「
論
髪
解

「
進
歩
」
観
の
代
役
を
果
た
し
た
の
で
は
あ

-143ー

反
躍
は
自
然
な
も
の
だ
ろ
う
。

原
由
」

一
r

」
キ
ホ
、

v
t
 な
ぜ
漢
人
が
外
園
人
か
ら
蔑
視
さ
れ
る
の
か
と
言
え
ば
解
髪
を
附
け
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
黒
人
や
ア
メ
リ
カ
先
住
民
な
ど
の

劣
っ
た
人
種
(
「
賎
種
」
〉
す
ら
装
い
を
改
め
て
い
る
と
い
う
議
論
が
み
え
る
。

賛
さ
れ
た
」
の
に
、
こ
こ
ま
で
落
ち
ぶ
れ
た
の
は
満
洲
王
朝
の
せ
い
で
あ
る
と
論
旨
は
準
む
。
こ
こ
に
お
い
て
、

「
中
園
は
文
明
が
瑳
生
し
た
園
で
あ
り
、
文
物
衣
冠
は
世
界
で
賞

オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
「
文

明
ー
野
轡
」
、

中
華
思
想
の
「
華
!
夷
」
と
い
う
ふ
た
つ
の
軸
は
重
な
っ
て
し
ま
い
、

こ
の
軸
上
で
よ
り
よ
い
地
位
を
占
め
る
こ
と
が
め
ざ
さ

れ
る
わ
け
で
あ
る
。
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同
国
〉
か
ら
中
園
人
の
粥
髪
や
服
制
を
擁
護
し
て
、
洋
服
を
着
る
日
本
人
の
醜
悪
な
姿
の
よ
う

に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
(
足
。
F
0
2
・F
E
E
-
宅・

8
1ミ
〉
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
護
想
は
、
西
洋
人
の
中
で
も
特
殊
な
も
の
で

あ
る
西
洋
人
は
「
審
美
的
見
地
」
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あ
ろ
う
し
、
中
園
の
輝
か
し
い
未
来
を
夢
み
る
積
極
的
契
解
論
者
を
説
得
す
る
の
は
難
し
い
の
に
違
い
な
い
。

解
髪
は
野
鐙
で
後
準
的
な
満
洲
の
風
俗
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
本
来
、
極
端
な
議
論
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
排
瀬
論
を
受
容

し
や
す
く
す
る
数
果
を
持
っ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
は
、
清
朝
こ
そ
が
中
園
の
後
準
性
を
も
た
ら
し
た
元
凶
で
あ
る
と
い
う
こ
と

の
換
喰
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
解
髪
と
い
う
風
俗
か
ら
の
離
脱
は
、
中
園
の
後
進
性
を
招
い
た
清
朝
の
滅
亡
と
重
ね
あ
わ
さ
れ
た
。
い
ず
れ
も

「
野
蟹
」
か
ら
「
文
明
」

'̂-. 、

「
夷
」
か
ら
「
華
」

へ
の
移
行
で
あ
っ
た
。
努
捕
に
よ
っ
て
こ
そ
、
中
園
は
再
生
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
た
チ
ベ
ッ
ト
併
教
や
イ
ス
ラ
l
ム

に
依
接
し
た
濁
自
の
政
治
文
化
・
習
俗
を
も
っ
た
人
々
も
含
ま
れ
た
。
孫
文
の
「
臨
時
大
線
統
宣
言
書
」
は
「
漢
・
涌
・
蒙
・
回
・
臓
の
諸
地

域
を
あ
わ
せ
て
一
固
と
な
し
、
す
な
わ
ち
漢
・
満
・
蒙
・
回
・
蔵
の
諸
族
を
あ
わ
せ
て
一
人
と
な
す
。

(

日

)

政
府
公
報
』
て
民
園
元
年
正
月
二
十
九
日
再
版
)
と
高
ら
か
に
宣
言
す
る
。

こ
う
し
て
成
立
し
た
「
中
華
民
国
」
は
し
か
し
漢
人
だ
け
の
園
家
で
は
な
か
っ
た
。
満
人
も
含
ま
れ
、

こ
れ
を
民
族
の
統
一
と
い
う
」

(
『
臨
時

こ
の
よ
う
な
国
家
観
を
前
提
と
し
つ
つ
、

江
寧
巡
警
組
臆
は
以
下
の

論
理
で
人
民
の
現
縛
を
命
じ
る
。

現
在
の
中
華
民
園
は
、

漢

・
滴
・

蒙

・
回
・
臓
の
王
族
人
民
を
あ
わ
せ
て
一
共
和
大
圏
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
法
令
・
制
度
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は
、
み
な
改
革
す
べ
き
で
あ
り
、

が
、
清
朝
の
制
度
は
〔
全
人
民
の
〕
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
は
ず
の
漏
人
が
つ
く
司
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
五
族
全
部
の
規
定
と
す
る
に
は

全
く
遁
嘗
で
な
い
。
解
髪
に
つ
い
て
言
え
ば
、
世
界
各
固
に
は
絶
え
て
こ
の
制
は
な
く
、
現
在
の
開
放
の
時
局
に
あ
た
っ
て
共
通
の
様
式

五
族
人
民
を
ひ
と
し
な
み
に
し
て
民
園
統
一
の
標
準
と
す
べ
き
で
あ
る
。
満
人
も
五
族
の
一
つ
で
あ
る

を
相
互
に
定
め
て
い
る
。
我
が
中
華
民
園
の
み
異
な
る
わ
け
に
い
か
な
い
(
『
臨
時
政
府
公
報
』
一
一
一
六
、
民
園
元
年
三
月
十
二
日
〉
。

こ
の
論
理
で
は
、
満
人
に
も
解
髪
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
各
族
の
固
有

・
俸
統
の
習
俗
を
否
定
し
、
全
世
界
に
通
用
す
る
(
と
し
て
漢

人
が
選
び
取
ア
た
〉
髪
型
・
服
装
を
「
民
園
統
一
の
標
準
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
世
界
的
潮
流
に
も
合
致
す
る
も
の
と
し
て

正
嘗
化
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
輿
耕
に
つ
い
て
の
思
考
は
、
文
化
相
劃
主
義
か
ら
は
程
遠
い
と
こ
ろ
で
行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
現
在
、

中
華
人
民
共
和
園
の
少
数
民
族
が
俸
統
的
な
髪
型

・
服
装
を
捨
て
、

パ
ー
マ
を
か
け
ジ
ー
ン
ズ
を
は
く
の
は
、

欧
化
な
の
か

「
漢
化
」

な
の



か
、
あ
る
い
は
も
っ
と
普
遍
的
な
準
歩
の
如
き
も
の
な
の
か
。
こ
れ
ら
が
排
別
困
難
な
理
由
も
、
以
上
に
述
べ
た
歴
史
的
経
緯
に
由
来
す
る
の

(

田

〉

か
も
知
れ
な
い
。

お

わ

り

な
ぜ
解
髪
を
興
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
理
由
づ
け
は
、
様
々
な
組
み
合
わ
せ
が
可
能
と
し
て
も
、

い
く
つ
か
の
基
本
要
素
に
還
元

さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
①
解
髪
は
瞳
が
動
か
し
に
く
い
な
ど
富
園
強
兵
に
と
っ
て
不
適
合
で
あ
る
。
②
解
髪
ゆ
え
に
外
園
人
か
ら
軽
蔑
さ
れ

る
。
③
解
髪
は
満
洲
王
朝
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
漢
人
は
こ
れ
を
桓
否
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
清
末
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
多
様
な
論
貼
と
関
係
し
て
お
り
、
議
論
を
展
開
す
る
う
ち
に
容
易
に
重
な
り
合
っ
て
く
る
の
も
嘗
然
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
今
日
の
我
々
か
ら
冷
た
く
論
評
す
る
な
ら
ば
、
個
々
の
理
由
に
は
そ
れ
ぞ
れ
弱
黙
が
あ
る
か
に
思
わ
れ
る
。
①
に
つ
い
て

性
も
あ
ろ
う
し
、
③
の
論
理
で
は
な
ぜ
明
代
の
糟
髪
で
な
く
洋
式
の
断
髪
に
す
る
の
か
答
え
ら
れ
ま
い
。

は
、
こ
れ
ら
の
各
理
由
は
複
合
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
費
解
を
正
嘗
化
す
る
説
得
力
を
持
ち
得
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
第
鱒
論
は
あ
る
べ
き
男
性
の
類
型
と
し
て
、
俸
統
的
な
文
人
士
大
夫
で
な
く
、
身
瞳
的
能
動
性
に
富
ん
だ
男
性
像
を
提
示
し
て
い

す
な
わ
ち
、

大
き
な
流
れ
と
し
て

-145ー

は
髪
型
と
富
園
強
兵
が
買
は
ど
れ
ほ
ど
連
関
性
が
あ
る
か
疑
問
で
あ
り
、
②
と
は
逆
に
解
髪
を
園
粋
と
し
て
昂
然
と
護
持
し
よ
う
と
す
る
方
向

た
。
そ
こ
で
強
調
さ
れ
た
の
は
「
尚
武
」
の
理
想
で
あ
り
、
端
的
に
は
中
園
の
軍
事
的
強
圏
化
が
願
望
の
針
象
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
髪
型
の
問
題
は
中
園
の
将
来
と
密
接
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
、
髪
型
を
自
由
に
す
る
べ
き
だ
と
い
う
護
想
の
徐
地

は
、
ほ
と
ん
ど
な
か
ア
た
と
考
え
ら
れ
る
。
依
然
と
し
て
、
髪
型
は
政
治
・
一
位
舎
秩
序
の
問
題
と
し
て
把
握
さ
れ
績
け
た
の
で
あ
る
。

宜
統
二
年
に
は
宮
廷
に
お
い
て
も
契
婦
が
論
議
さ
れ
、

責
政
院
も
努
解
令
を
求
め
る
こ
と
を
議
決
し
た
。

こ
れ
は
結
局
、

挫
折
し
た
も
の

の
、
軍
人
・
厚
生
や
民
間
人
の
興
鮮
の
動
き
は
止
ま
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
清
末
の
風
俗
改
良
の
運
動
の
一
環
と
し
て
も
考
え
ら
れ
る
。
宣

335 

統
三
年
の
辛
亥
革
命
以
前
に
、
特
に
開
明
性
を
自
認
す
る
都
市
エ
リ
ー
ト
の
聞
で
は
、
第
鮮
は
既
に
あ
る
程
度
進
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
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解
髪
の
問
題
に
は
、

え
る
。
こ
の
過
程
は
、

西
洋
・
日
本
に
由
来
す
る
「
文
明
|
野
蟹
」
、

後
、
革
命
政
権
は
、
男
捕
を
推
進
す
る
布
告
を
出
し
て
い
っ
た
の
で
、
大
勢
に
順
躍
し
て
静
髪
を
興
る
人
々
は
非
常
に
多
か
っ
た
。

俸
来
の
「
華
|
夷
」
と
い
う
こ
つ
の
観
念
が
融
合
し
て
ゆ
く
過
程
が
み

「
野
轡
」
な
「
夷
」
で
あ
る
満
洲
人
を
打
ち
の
め
し
て
世
界
の
文
明
に
比
肩
す
る
中
華
民
園
を
作
り
た
い
と
い
う
願
望

な
い
し
運
動
の
存
在
ゆ
え
に
促
進
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
革
命
涯
が
、
清
朝
の
専
制
的
鰻
制
を
覆
す
た
め
の
宣
俸
に
解
髪
の
歴
史
的
由
来
を

利
用
し
た
と
み
る
の
は
、
誤

つ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
州
問
髪
を
拐
っ
て
「
野
登
」
か
ら
脱
却
し
た
い
、
世
界
か
ら
傘
重
さ
れ
る
新
し
い
強
い

中
園
を
作
り
た
い
と
い
う
願
望
は
革
命
涯
と
は
一
雁
別
個
に
存
在
し
て
お
り
、

結
合
す
る
こ
と
で
現
質
的
力
量
を
獲
得
で
き
た
と
も
言
え
よ
う
。

註(
1
〉
巌
自
国
洪
『
中
園
近
代
社
曾
風
俗
史
』

一
九
九
二
年
〉
一
一
一
一
一
五
J
一一一一一七頁。

(
2
〉
陳
振
江
「
通
商
口
岸
輿
近
代
文
明
白
停
播
」
(
『
近
代
史
研
究
』
一
九

九
一
年
一
期
)
。

(

3

)

詩
文
は
、
竹
内
好
誇
『
魯
迅
文
集
』
一
(
筑
摩
書
房
、
一
九
七
六

年
〉
六
六
頁
、
に
よ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
裂
言
は
箱
晦
と
み
る
べ
き
か

と
思
わ
れ
る
。
魯
迅
と
務
髪
に
つ
い
て
は
、
鍛
安
生
『
日
本
留
皐
精
神

史
|
|
近
代
中
園
知
識
人
の
軌
跡
』
(
岩
波
書
広
、
一
九
九
一
年
〉
一

二
八
J
一
三
三
頁
、
参
照
。

(

4

)

劉
香
織
『
断
髪
|
|
近
代
東
ア
ジ
ア
の
文
化
衝
突
』
(
朝
日
新
聞
社
、

一
九
九

O
年)。

(
5
〉
王
爾
敏
「
断
髪
易
服
改
正
朔
1

1
愛
法
論
之
象
徴
旨
趣
」
(
中
央
研

究
院
近
代
史
研
究
所
『
中
園
近
代
的
維
新
運
動
|
|
繁
法
輿
立
憲
研
討

曾
』
牽
北
日
中
央
研
究
暁
近
代
史
研
究
所
、
一
九
八
一
年
〉
。

〈
杭
州
日
新
江
人
民
出
版
社
、

む
し
ろ
打
倒
清
朝
と
い
う
政
治
的
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
こ
の
願
望
と

(
6
〉
桑
原
隙
蔵
「
支
那
人
解
髪
の
歴
史
」
(
『
桑
原
隙
蔵
全
集
』
て
岩
波

書
広
、
一
九
六
八
年
)
、
初
出
は
一
九
一
一
一
一
年
、
ま
た
蘇
乾
英
に
よ
る

漢
詩
が
『
東
方
雑
誌
』
一
一
一
一
径
三
競
(
一
九
三
四
年
〉
に
み
え
る
。

司
兄
島
市
江
口
当
同

Zsg-γ
・
吋
君
。
ミ
ミ
N

円
ミ
司
、
ミ
ぉ
・
同3
宮

〉

hg円
F
R
河
内
町
。

2
2円

Htg
ミ
同
道
官
、
宮
町

O
弘
司
な

vd-3・

同
町
内
治

H
F
E
C町
、

NEw--いての
F
S
h
H
(回
目
円

ro-ou
コ
C

E
〈
O
H田
町
一
司

O
向
。
白
-
広

0
5
5

p
g♂
H

申
告
)
"
ー
宅
・
宮
町
l
白
印

N

・
官
同
爾
康
・
常
建
華
『
滑
入
社
舎
生
活
』

(
天
津
一
天
津
人
民
出
版
社
、
一
九
九

O
年
)
一
七

0
1
一八

O
頁。

(

7

)

中
川
忠
英
(
孫
伯
醇
・
村
松
一
掬
編
〉

『
清
俗
紀
聞
』
一
一
(
卒
九
社
、

一
九
六
六
年
)
七
二
頁
。

(

8

)

玉
虫
左
太
夫
「
航
米
目
録
」
(
沼
田
失
郎
・
松
淳
弘
陽
校
注
『
西
洋

見
聞
集
』
岩
波
書
広
、
一
九
七
四
年
〉
二

O
三
頁
。

(

9

)

『
太
卒
天
国
印
書
』
(
南
京
一
江
蘇
人
民
出
版
社
、
一
九
七
九
年
〉

一
O
九
頁
。
詩
文
は
、
西
順
蔵
編
『
原
典
中
園
近
代
思
想
史
』
一
(
岩

-146ー
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波
書
庖
、
一
九
七
六
年
)
二
九
八
頁
、
の
小
島
E

自
治
の
も
の
に
基
づ

き
、
若
干
の
字
句
を
第
更
し
た
。
髪
型
を
含
め
た
太
卒
軍
の
い
で
た
ち

に
つ
い
て
は
、
菊
池
秀
明
「
反
飢
と
色

l
|太
卒
軍
の
旗
峨
と
衣
裳
」

(
『
老
百
姓
の
世
界
』
豆
、
一
九
八
七
年
〉
参
照
。

(
叩
)
者
二
-
S
S
F
ヨロ同
M
Z
-
3・
b
R
H
D
E
。h
E

、εさ
と
F

ト
ミ
町
内
三

(
z
o
d〈
J
問
。
同

r
H
O
H『
O
H
L
C
E〈
四

a
-
q
p
g
p
H由

臼

3
・℃・∞
ω・
縛
維

寧
「
早
期
留
美
史
話
口
」
(
『
中
外
雑
誌
』
一
一
一
巻
一
一
一
期
、
一
九
七
二

年
)
九

O
頁
。
こ
れ
ら
は
、
王
煉
環
編
著
『
留
皐
教
育
』
一
(
華
北
日

図
立
編
誇
館
、
一
九
八

O
年
)
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
初
期
ア
メ
リ
カ

留
皐
生
に
つ
い
て
は
、
李
喜
所
『
近
代
留
皐
生
輿
中
外
文
化
』
(
天

津
日
天
津
人
民
出
版
社
、
一
九
九
二
年
)
二
七
J
八
一
頁
、
に
詳
し

泊、

(

U

)

宮
町
自
由
『
革
命
逸
史
』
初
集
(
上
海
二
商
務
印
書
館
、
一
九
三
九

年
)
一

J
ニ
頁
。

(
ロ
〉
茶
筒
志
・
方
行
編
『
諌
嗣
同
全
集
』
増
訂
本
(
北
京
日
中
華
書
局
、

一
九
八
一
年
〉
三
六
ニ
J
三
六
三
頁
。
謬
文
は
、
西
順
議
・
坂
元
ひ
ろ

子
誇
注
『
仁
皐
』
(
岩
波
書
広
、
一
九
八
九
年
〉
ニ

O
五
i
二
O
六
頁
、

に
よ
り
つ
つ
表
現
を
若
干
改
め
た
。

〈
日
)
康
有
信
用
「
請
断
髪
易
服
改
元
摺
」
(
光
緒
二
十
四
年
七
月
二
十
日

後
)
、
『
戊
戊
奏
稿
』
(
宣
統
三
年
五
月
刊
)
所
枚
。

(
日
比
)
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
責
彰
健
『
戊
戊
興
法
史
研
究
』
(
華
北
い

中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
、
一
九
七

O
年
)
五
六
九
J
五
七

O
頁、

参
照
。
『
戊
氏
奏
稿
』
は
康
有
震
が
後
か
ら
手
を
入
れ
た
部
分
が
あ
る

が
、
資
彰
健
に
よ
れ
ば
、
こ
の
奏
文
に
つ
い
て
は
原
文
の
ま
ま
と
認
め

ら
れ
る
と
い
う
。

(
時
)
張
栴
・
王
忍
之
編
『
辛
亥
革
命
前
十
年
開
時
論
選
集
』
一
(
北
京
日

三
聯
書
広
、
一
九
六

O
年
)
四
七
二
J
四
七
五
頁
、
に
も
枚
録
さ
れ
て

い
る
。

〈
日
山
〉
ま
た
湯
志
鈎
編
『
章
太
炎
年
譜
長
編
』
上
(
北
京
日
中
華
書
局
、
一

九
七
九
年
〉
一

O
九
J
一一

O
頁
、
参
照
。

(
幻
〉
『
章
太
炎
全
集
』
一
二
(
上
海
日
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
四
年
〉

三
四
七

1
三
四
八
頁
。
こ
の
文
章
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
高
田
淳
『
章

嫡
麟
・
章
土
剣
・
魯
迅
|
|
辛
亥
の
死
と
生
と
』
(
穂
渓
書
合
、
一
九

七
四
年
)
一
三
四
頁
、
に
詳
し
い
。
こ
の
時
期
の
章
嫡
麟
の
排
繍
思
想

の
徹
底
化
に
つ
い
て
は
、
小
野
川
秀
美
『
清
末
政
治
思
想
研
究
』
(
み

す
ず
書
房
、
一
九
六
九
年
〉
二
八
五
J
三
三
八
頁
、
海
老
谷
向
典
「
章

嫡
麟
に
お
け
る
種
族
主
義
の
形
成
|
|
戊
氏
以
後
、
蘇
報
案
に
か
け
て

の
理
論
」
〈
無
窮
曾
『
東
洋
文
化
』
復
刊
五
て
一
九
八
三
年
)
参
照
。

〈
凶
)
潟
、
前
掲
、
ニ
頁
。

(

m

U

)

劉
、
前
掲
、
二
ニ

O
頁。

(
初
)
宮
崎
治
天
(
島
田
慶
次
・
近
藤
秀
樹
校
注
〉
『
三
十
三
年
の
夢
』
(
岩

波
書
庖
、
一
九
九
三
年
)
一
七
六
頁
。
た
だ
し
こ
れ
は
治
天
が
孫
文
と

知
り
合
う
前
の
経
緯
で
あ
る
。

〈
mC
富
岡
、
前
掲
、
二
頁
。

(
勾
)
小
野
信
爾
「
辛
亥
革
命
と
革
命
宣
俸
」
(
小
野
川
秀
美
・
島
田
慶
次

編
『
辛
亥
革
命
の
研
究
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
八
年
)
八
六
頁
註
六
一

で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
『
文
興
日
報
』
と
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で

出
さ
れ
て
い
た
康
有
震
源
の
新
聞
で
あ
ろ
う
。宮町
自
由
『
革
命
逸
史
』

第
四
集
(
華
北
口
蓋
湾
一
商
務
印
書
館
、
一
九
六
五
年
)
一
一
一
一
六
頁
の
、
革

命
汲
の
新
聞
『
大
同
日
報
』
の
設
明
に
「
省
保
皇
黛
最
盛
時
、
康
有
震
嘗
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波
其
徒
区
築
甲
(
雲
樵
)
赴
美
主
持
該
黛
機
関
之
文
興
報
」
と
あ
る
。

同
書
第
二
集
(
重
慶
一
一
商
務
印
書
館
、
一
九
四
三
年
)
三
二
一
良
に
も
同

様
の
記
述
が
あ
る
。
ま
た
、
一
打
沫
峯
『
清
末
革
命
輿
君
憲
的
論
争
』
(
華

北
日
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
、
一
九
六
六
年
)
四
八
頁
、
参
照
。

(
お
)
張
・
王
編
、
前
掲
、
七
四
五
J
七
四
九
頁
、
も
『
寅
一
帝
魂
』
テ
キ
ス

ト
を
枚
録
す
る
が
、
原
著
の
人
種
差
別
的
表
現
を
意
闘
的
に
改
費
し
て

い
る
の
で
、
史
料
と
し
て
の
債
値
を
損
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
「
天
下

之
賎
種
、
至
紅
毛
土
番
姻
菊
亙
来
黒
人
、
而
己
極
」
が
「
天
下
之
種
、

如
紅
毛
土
番
姻
場
亙
来
黒
人
」
と
努
え
ら
れ
て
い
る
。
「
論
髪
解
原
由
」

の
趣
旨
は
、
こ
の
よ
う
な
「
賎
種
」
ず
ら
装
い
を
改
め
て
い
る
の
に
、

「
漢
人
」
は
醜
い
解
髪
を
後
生
大
事
に
し
外
国
で
瑚
笑
さ
れ
る
の
は
何

た
る
こ
と
か
、
と
い
う
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
種
の
優
劣
を
前
提

と
し
た
上
で
、
「
漢
人
」
の
評
債
を
高
め
た
い
と
い
う
論
理
な
の
で
あ

る
。
こ
の
時
期
の
人
種
観
に
つ
い
て
は
、
坂
元
ひ
ろ
子
「
中
園
民
族
主

義
の
神
話
1
l
t進
化
論
・

人
種
観

・
博
覧
曾
事
件
」
(
『
思
想
』
八
四

九
、
一
九
九
五
年
〉
が
示
唆
を
輿
え
て
く
れ
る
。

(
斜
〉
二
つ
の
テ
キ
ス
ト
を
比
較
す
る
と
き
に
癒
着
な
傾
向
は
、
『
清
議
報

全
編
』
に
お
い
て
「
華
人
」
「
漢
人
」
が
混
用
さ
れ
て
い
る
の
に
射
し

て
『
貰
一
帝
魂
』
で
は
す
べ
て
「
漢
人
」
で
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

り
、
『
英
一
一
帝
魂
』
の
編
集
一
意
闘
を
窺
わ
せ
る
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
無

意
味
と
思
わ
れ
る
字
句
の
違
い
が
堅
倒
的
に
多
く
、
表
現
上
の
好
み
な

ど
審
美
的
要
因
で
理
解
で
き
る
か
も
疑
問
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
『
糞

帯
魂
』
テ
キ
ス
ト
が
、
何
に
基
づ
い
て
い
る
か
、
つ
ま
り
『
文
興
日

報
』
原
文
に
よ
っ
た
か
、
『
清
議
報
全
編
』
に
よ
っ
た
か
、
そ
れ
と
も

何
か
別
の
書
物

・
雑
誌
等
に
縛
載
さ
れ
た
も
の
に
よ
っ
た
か
、
と
い
う

問
題
と
も
関
係
す
る
が
、
こ
れ
以
上
検
討
を
績
け
る
材
料
は
な
い
。

『
文
興
日
報
』
原
文
の
存
在
を
信
じ
る
に
し
て
も
、
『
清
議
報
全
編
』

編
者
が
改
獲
し
な
か
っ
た
と
断
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
た
だ
、
こ

こ
で
重
要
な
の
は
「
論
髪
燐
原
由
」
は
『
清
議
報
全
編
』
と
『
責
帯

魂
』
に
牧
録
さ
れ
て
は
じ
め
て
相
蛍
康
範
な
讃
者
を
得
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

(
お
)
た
だ
し
『
英
一
帝
魂
』
の
編
者
は
、
『
水
溝
停
』
『
七
侠
五
義
』
等
の

劇
に
み
る
昔
の
服
装
も
「
向
武
精
神
」
に
か
な
っ
て
お
り
、
洋
服
よ
り

「
文
明
」
的
に
思
わ
れ
る
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。

(

m

m

)

こ
の
年
『
大
公
報
』
が
募
集
し
た
懸
賞
論
文
は
も
う
ひ
と
つ
あ
り
、

題
は

「
中
園
女
同
宇
生
服
制
議
」
で
あ
る
(
六
月
二
十
二
日
「
徴
文
康

告
」
〉
。
本
稿
で
論
ず
る
勢
燐
易
服
は
男
性
の
み
に
関
わ
る
議
論
で
あ
る

が
、
女
性
に
つ
い
て
も
や
は
り
服
制
が
論
黙
と
な
っ
て
い
た
(
他
方
、

女
性
の
シ
ョ
ー
ト
H

カ
ッ
ト
は
話
題
に
す
ら
な
ら
な
い
)
こ
と
が
注
目

さ
れ
る
。

(
明
む
こ
の
時
期
の
「
尚
武
」
理
念
に
つ
い
て
は
、
朱
英
「
晩
清
一
商
一
人
尚
武

思
想
的
萌
芽
及
其
影
響
」
(
『
史
皐
月
刊
』
一
九
九
三
年
三
期
)
参
照
。

(

m

m

)

五
大
臣
出
洋
に
関
す
る
専
論
と
し
て
、
孫
安
石
「
清
末
の
政
治
考
察

五
大
臣
の
波
遣
と
立
憲
運
動
」
(
『
中
園
|
|
祉
舎
と
文
化
』
九
、
一
九

九
四
年
)
が
あ
る
。

(
却
〉
こ
の
上
奏
文
の
奏
稿
は
、
『
清
末
民
初
駐
美
使
館
構
案
』
「
伍
大
臣

任
内
兵
奏
傑
陳
裁
髪
案
」
(
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
所
蔵
外
交
槍

案

O
二
1

一一一一一
J
三
|
(
八
乙
で
あ
る
。

一
九
八
三
年
に
こ
の
楢
案

が
整
理
さ
れ
た
と
き
に
附
さ
れ
た
「
本
筋
査
記
車
」
に
は
「
宣
統
元
年

十
月
十
八
日
」
の
日
附
が
見
え
る
。
こ
れ
が
何
に
よ
る
か
詳
ら
か
で
は
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な
い
が
、
弓
合
図
、
〉
ロ
同
・
日
・

5
5・司・
ω
5
に
み
え
る
農
暦
十
月
に
上

奏
さ
れ
た
と
い
う
記
述
と
合
致
す
る
の
で
、
信
頼
し
て
も
よ
か
ろ
う
。

『
盛
京
時
報
』
宣
統
二
年
七
月
十
日
・
十
三
日
「
伍
欽
使
奏
請
男
髪
之

内
容
」
や
『
東
方
雑
誌
』
七
巻
八
期
〈
宣
統
二
年
八
月
二
十
五
日
)
文

件
第
一
に
見
え
る
。
ま
た
丁
賢
俊
・
喰
作
鳳
編
『
伍
廷
芳
集
』
(
北

京
日
中
華
書
局
、
一
九
九
三
年
)
三
五
八
J
一一一六

O
頁
、
に
も
収
録
さ

れ
て
い
る
。
管
見
の
限
り
、
活
字
化
さ
れ
た
う
ち
で
は
『
盛
京
時
報
』

の
も
の
が
最
も
元
の
奏
稿
に
忠
貨
で
あ
る
。
ミ
門
川
町
・
〉
口
問
・
日
・

5
H
0・

宅
・
ωSlωHO
に
は
英
語
が
あ
る
。
な

お
、
口
出
合
同

Mogmgロ
Z
'

N
Eロ
m-
モ
宮
司
法
民
g
h
Q
h
h
u
i』
SN)~
同
耐
久
。
、
ョ

g
n同
ミ
ミ
当
干

狩

3
3
3
ミ
ミ
雪
誌
の
と
ミ
旬
、

E
Sミ
(
図
。
ロ
m

p
ロ
m
u
z
oロ
m

H

ハO
口問

C
2
2
E
q
p同国
m-

呂田
N
)
・
宅
・
呂
町
i
H

∞
∞
は
、
伍
廷
芳
に
よ

る
上
奏
が
二
回
(
宣
統
元
年
と
二
年
〉
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
。
宣
統
元
年
ア
メ
リ
カ
で
書
か
れ
た
奏
稿

と
宣
統
二
年
『
盛
京
時
報
』
等
に
公
表
さ
れ
た
奏
文
は
明
ら
か
に
同
一

だ
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
朝
廷
で
無
視
さ
れ
た
上
奏
文
が
、
か
な
り
の

時
聞
を
経
て
か
ら
新
聞
・
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
の
は
何
故
か
。
お
そ
ら

く
伍
廷
芳
自
身
ま
た
は
彼
に
賛
同
す
る
者
が
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
情

報
を
流
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。

(

m

山
)

潟
貝
勤
は
外
遊
前
か
ら
努
鶏
論
者
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
外
務
省
記
録

『
嘗
地
方
新
聞
紙
抜
粋
翻
誇
準
達
ノ
件
』
(
外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵

一
・
三
・
ニ
・
ニ
二
)
、
明
治
四
十
三
年
四
月
五
日
、
在
天
津
総
領
事

小
幡
酉
吉
よ
り
外
務
大
臣
小
村
害時
太
郎
あ
て
、
に
含
ま
れ
る
「
断
髪
令

近
キ
ニ
ア
ラ
ン
」
。
「
今
衣
禁
衡
軍
大
臣
濡
貝
勤
ノ
東
西
各
園
ノ
陸
軍

考
察
ニ
就
テ
ハ
、
貝
勧
以
下
線
テ
ノ
随
員
-
一
至
ル
迄
、
有
タ
モ
武
職
-
一

在
ル
者
ハ
成
規
ノ
軍
援
ヲ
施
シ
テ
出
愛
セ
シ
メ
タ
ル
ガ
、
今
英
理
由
ヲ

開
ク
ニ
、
随
員
中
燐
髪
ノ
異
様
-
一
シ
テ
日
本
園
民
ノ
軽
蔑
ス
ル
所
ト
ナ

ル
旨
ヲ
説
明
シ
タ
ル
結
果
、
解
子
ヲ
巻
キ
上
ゲ
テ
帽
子
ノ
内
ニ
隠
蔽
セ

シ
メ
テ
頗
プ
ル
文
明
式
軍
人
ノ
姿
勢
ヲ
保
タ
ン
事
ヲ
希
フ
-
一
因
ル
モ
ノ

ナ
リ
ト
。
而
シ
テ
祷
貝
勧
ハ
右
ノ
次
第
ヲ
掻
政
王
-
一
面
請
シ
自
カ
ラ
断

髪
令
ノ
先
駆
ト
篤
リ
テ
禁
衛
軍
軍
人
ノ
一
新
面
目
ヲ
設
揮
セ
ン
事
ヲ
緩

陳
シ
(
後
略
)
」
。

(
g
E
g
g
L
ω
・
穴
・
司

5m-
言
内
容
-E白
ミ

H
X
昔、ミ

s
。

L

ご
宮

。』
V
S内
定
』
刷
、
S
F
H念
、
袖
勺
叫
3
b
魚川ミ
2
E
b、
苦
い
可
白
書
出
h
h

柄
拘
。
町
内

S

H
b
h
w

河内
g
N
R
H
芯
泊
。
¥
ζ
~
~
(の白ロ
σ
m円
円
同
一
〉
口
氏
g
-
E
M
M
Z白
巴
。
ロ
白
-

C
口一〈巾
E
Q
M
V
5
8・
H
8
0〉噂同】・
3
・
漢
語
は
、
官
同
兆
基
(
郭
太
風
-
誇
)

『
軍
事
近
代
化
輿
中
園
革
命
』
(
上
海
日
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
九

四
年
)
九
七
頁
。

(
忽
)
桑
丘
ハ
『
晩
清
皐
堂
畢
生
輿
社
曾
繁
遜
』
(
板
橋
日
宿
禾
出
版
社
、
一

九
九
一
年
〉
三
九
八
J
四
O
O頁。

(
お
)
『
張
文
豪
公
金
集
』
径
六
十
八
「
請
定
皐
堂
冠
服
程
式
摺
」
光
緒
三

十
三
年
四
月
十
六
日
。

(
鈍
)
清
朝
治
下
の
動
き
は
、
香
港
に
も
俸
わ
っ
て
大
規
模
な
男
婦
の
流
行

が
み
ら
れ
た
。
宅
。

R
Z
2・N

印
w

匂・当∞・

(
お
)
こ
の
資
政
院
第
一
次
常
年
曾
に
つ
い
て
は
以
下
が
参
考
に
な
る
。
張

朋
園
『
立
憲
波
輿
辛
亥
革
命
』
(
華
北
日
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
、

一
九
六
九
年
)
八
三
J
一
O
四
頁
。
意
慶
遠
・
高
放
・
劉
文
源
『
清
末

憲
政
史
』
(
北
京
日
中
園
人
民
大
祭
出
版
社
、
一
九
九
三
年
)
四
二
一

1
四
五
八
頁
。
『
資
政
院
第
一
次
常
年
曾
議
事
録
』
は
、
東
京
都
立
大

皐
附
属
国
宝
田
舘
松
本
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
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(
お
)
特
別
委
員
舎
の
構
成
員
は
、
次
の
通
り
。
荘
親
王
・
盈
賂
軍
・
那
親

王
・
李
子
爵
・
陳
愁
鼎
・
崇
芳
・
狂
策
費
・
長
一
踊

・
沈
林
一
・
林
紹

箕
・
胡
家
族
・
許
鼎
森

・
江
謙
・
文
鯨
・
部
義
・
易
宗
曲
置
・
李
文
照
・

牟
琳
。
こ
の
う
ち
現
地
附
を
主
唱
し
た
牟
琳
は
、
貴
州
省
建
義
豚
の
人
。

奉
人
。
日
本
に
留
皐
し
宏
文
皐
院
師
範
科
を
卒
業
し
た
。
蹄
園
後
は
数

職
に
つ
き
、
ま
た
動
皐
所
線
董
と
な
っ
た
。
貴
州
諮
議
局
で
は
副
議

長
。
ま
た
、
同
じ
く
易
宗
援
は
、
湖
南
省
湘
澄
豚
の
人
。
日
本
に
留
皐

し
、
鏑
園
後
長
沙
の
各
皐
校
で
数
鞭
を
執
っ
た
。
田
原
禎
次
郎
(
天

南
)
『
清
末
民
初
中
園
官
紳
人
名
録
』
(
北
京
日
中
園
研
究
舎
、
一
九

一
八
年
)
二
一
四
、
二
五
九
頁
。

(
幻
)
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
電
車
と
公
憤
|
|
辛
亥
革
命
前
夜
天
津
の
市
内

交
通
を
め
ぐ
る
政
治
」
(
『
史
皐
雑
誌
』
一

O
五
編
二
抗
、
一
九
九
六

年
〉
参
照
。

(
お
)
以
下
で
用
い
る
上
海
に
関
す
る
史
料
は
、
上
海
社
舎
科
皐
院
歴
史
研

究
所
編
『
辛
亥
革
命
在
上
海
史
料
選
輯
』
(
上
海
日
上
海
人
民
出
版
社
、

一
九
八

O
年
)
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

(
鈎
)
大
漢
熱
心
人
輯
「
庚
東
濁
立
記
」
(
『
近
代
史
資
料
』
一
九
六
一
年
一

期
〉
四
五
六
、
四
六

O
頁。

(
川
叫
〉
外
務
省
記
録
『
清
園
革
命
叛
飢
一
一
際
シ
断
髪
令
貧
施
一
件
』
(
外
務

省
外
交
史
料
館
所
綴
一
・
六
・
一
・
五
四
)
、
明
治
四
十
四
年
十
一
月

十
八
日
公
信
第
一
一
一
一
一
貌
在
杭
州
領
事
館
事
務
代
理
池
部
政
次
よ
り
外

務
大
臣
内
田
康
哉
あ
て
。
ま
た
鄭
燃
で
は
「
城
市
少
年
好
事
徒
、
手
持

快
現
伺
於
途
、
管
見
豚
及
鋒
試
、
道
事
刀
観
者
拍
手
呼
」
と
い
う
詩
が
現

れ
た
(
民
園
『
都
豚
遁
士
山
』
文
献
宇
山
第
四
)
。
李
喜
所
「
武
昌
起
義
後

的
農
村
獲
動
」
(
『
歴
史
研
究
』
一
九
八
二
年
二
期
)
よ
り
鱒
引
(
原
書

は
日
本
に
は
見
あ
た
ら
な
い
〉
。

(
円
以
)
前
註
の
外
務
省
記
録
、
明
治
四
十
五
年
三
月
二
十
九
日
公
信
第
一

O

六
競
在
奉
天
総
領
事
落
合
謙
太
郎
よ
り
内
田
康
哉
あ
て
。

(
必
)
こ
の
あ
と
捕
明
け
て
、
も
し
婦
髪
を
保
つ
の
が
共
和
に
反
糾
問
す
る
こ
と

な
ら
ば
、
髪
の
な
い
傍
慣
は
ど
う
な
の
か
、
庫
倫
の
ジ
ェ
プ
ツ
ン
ダ
ム

パ
リ
ホ
ト
ク
ト
(
哲
布
傘
活
傍
)
や
西
臓
の
ダ
ラ
イ
H
ラ
マ
(
遼
頼
捌

瞬
)
は
「
あ
く
ま
で
民
園
に
背
き
共
和
に
抵
抗
す
る
翠
に
出
て
い
る
」

で
は
な
い
か
、
と
あ
る
。
つ
ま
り
主
旨
は
、
現
婦
の
賀
行
と
共
和
の
承

認
と
は
関
係
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
文
章
の
一
部
分
は
、
胡

縄
武
・
程
篤
坤
「
民
初
匙
曾
風
向
的
演
愛
」
(
『
近
代
史
研
究
』
一
九
八

O
年
四
期
〉
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

(
門
知
〉
辛
亥
革
命
の
時
期
、
南
か
ら
北
へ
と
放
行
し
た
記
録
で
あ
る
以
下
も

同
様
の
観
察
を
示
し
て
い
る
。
町内

5
2
L
明
日
-o
ロ巾
y
k同
同

J
a
b
s
3
N
Q

HNh叩

d
。N
R
足
。
誌
の
と
ミ
ミ
旬
F
H
)叩
口
同

-
p
g
o
b仏
E
oロ
(
司
曲
ユ
印
リ

H
L
M
r
s
-
5

2
0
P
E
H品)・

3
・
5
品iH∞
印
・
日
本
語
誇
は
、
石
川
湧
・
石
川
布
美
誇

『
辛
亥
革
命
見
聞
記
』
(
卒
凡
社
、
一
九
七

O
年
)
一
九
六

l
一
九
七

頁
。
日
本
の
植
民
地
と
さ
れ
た
肇
湾
の
状
況
は
比
較
の
針
象
と
し
て
興

味
ぶ
か
い
。
議
想
さ
れ
る
反
裂
を
考
慮
し
た
蛍
局
は
、
拙
開
髪
を
努
る
こ

と
を
強
制
せ
ず
、
奨
駒
す
る
政
策
を
と
っ
た
。
こ
れ
に
感
じ
る
よ
う
に

蓋
湾
人
エ
リ
ー
ト
の
中
か
ら
、
組
織
的
な
断
髪
運
動
が
登
場
し
て
一
九

一
0
年
代
に
急
速
に
燐
髪
は
少
な
く
な
っ
た
。
英
文
星
『
日
援
時
期
肇

湾
祉
舎
領
導
階
層
之
研
究
』
(
華
北
日
正
中
書
局
、
一
九
九
二
年
)
二

四
七
J
三
O
四
頁
。

(
M
H
)

組
問
士
口
蘭
・
劉
嫡
乾
「
回
憶
冶
俗
医
農
協
活
動
」
(
『
大
革
命
時
期
的
侠

西
地
区
農
民
運
動
』
西
安
日
中
共
侠
西
省
委
黛
史
資
料
徴
集
研
究
委
員
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曾
、
一
九
八
五
年
〉
。

(
必
)
毛
津
東
「
尋
邸
調
査
」
(
中
共
中
央
文
献
研
究
室
編
『
毛
津
東
農
村

調
査
文
集
』

北
京
一

人
民
出
版
社
、

一
九
八
二
年
)
八
八
、
一

一
五

頁。

(
日
明
)
明
清
時
代
の
風
俗
論
に
関
し
て
は
以
下
参
照
。
森
正
夫
「
明
末
に
お

け
る
秩
序
繁
動
再
考
」
(
『
中
園
|
|
社
舎
と
文
化
』
一

O
、
一
九
九
五

年
)
。
岸
本
美
緒
「
風
俗
と
時
代
親
」
〈
『
古
代
文
化
』
四
八
巻
二
続
、

一
九
九
六
年
〉
。

(
抑
制
)
務
片
吸
引
や
纏
足
を
戒
め
る
結
社
や
「
風
俗
改
良
曾
」
な
ど
は
、
王

爾
敏
『
晩
清
政
治
思
想
史
論
』
(
華
北
日
茎
湾
一
商
務
印
書
館
、
一
九
九

五
年
)
「
清
季
皐
界
集
表
」
に
み
え
る
。

(
組
制
〉
波
多
野
善
大
「
辛
亥
革
命
直
前
に
お
け
る
農
民
一
挟
」
(
『
東
洋
史
研

究』

一一
一一巻

一
・
ニ
抗
、
一
九
五
四
年
〉。

(
必
)
谷
井
俊
仁
「
乾
隆
時
代
の
一
廉
域
犯
罪
事
件
と
園
家
の
封
感
|
|
割

難
案
の
祉
舎
史
的
素
描
」
ハ
『
史
林
』
七

O
巻
六
鋭
、
一
九
八
七
年
)

o

-VE--勺
〉
・
同

r
c
p
旬
。

RrRRHNqh勺
叫

】

FA刊
の
FSSRW
句
。
、
町
内
、
ハ
宅

h
E
Z
ミ
口
急

((UEHF-仏
間
0

・
呂
田
m
m
-
H
E
R
g
E
C巳〈
m
g
-
q

p
g
p
H
S
3・
3
・
E
l
H
5・
日
本
語
謬
は
谷
井
俊
仁
・
谷
井
陽
子
謬

『
中
園
近
世
の
霊
魂
泥
棒
』
(
卒
凡
社
、
一
九
九
六
年
)
一
一
八
J
一

四
三
頁
。

(
印
〉
波
多
野
、
前
掲
。

〈
日
〉
蛍
該
時
期
の
都
市
民
の
通
俗
科
皐
の
認
識
で
は
、
髪
は
血
の
祭
賞
し

341 

た
も
の
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
申
報
』
宣
統
三
年

十
一
月
八
日
に
み
え
る
「
生
髪
謬
」
の
庚
告
に
は
「
髪
は
血
徐
た
り
、

血
枯
る
れ
ば
髪
落
つ
。
本
主
人
、
化
皐
に
由
り
一
種
の
生
髪
謬
を
夜
明

す
。
活
血
生
髪
の
諸
輔
衆
を
以
て
化
錬
し
て
謬
と
成
す
。
香
に
し
て
清
、

潤
に
し
て
滑
、
血
液
を
融
流
せ
し
む
。
生
髪
の
第
一
の
妙
品
に
係
る
」

と
あ
る
。

〈
臼
)
誇
文
は
、
島
田
慶
次
・
小
野
信
爾
編
『
辛
亥
革
命
の
思
想
』
(
筑
摩

書
房
、
一
九
六
八
年
)
に
よ
っ
た
が
、
表
記
を
若
干
あ
ら
た
め
た
。

(
臼
〉
渡
遅
浩
「
「
進
歩
」
と
「
中
華
」
|
|
日
本
の
場
合
」
(
卒
石
直
昭
ほ

か
編
『
ア
ジ
ア
か
ら
考
え
る
田
近
代
化
像
』
東
京
大
皐
出
版
舎
、
一
九

九
四
年
)
二
ハ
一

J
一
六
二
頁
。

(
副
作
)
同
前
。

(
日
)
こ
の
時
期
の
「
五
族
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
片
岡
一
忠
「
辛
亥
革

命
時
期
の
五
族
共
和
論
を
め
ぐ
っ
て
」
(
田
中
正
美
先
生
退
官
記
念
論

集
刊
行
曾
編
『
中
園
近
現
代
史
の
諸
問
題
』
図
書
刊
行
舎
、
一
九
八
四

年
)
参
照
。

(
日
)
現
代
中
園
の
「
民
族
」
観
と
進
歩
意
識
の
相
闘
に
つ
い
て
以
下
が
輿

味
深
い
指
摘
を
行
な
っ
て
い
る
。
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LAW AND DISTRICT COURTS IN PREMODERN CHINA：

　　

THE MEANING OF JUDICIAL DECISIONS MADE

　　　　　　　　　　　

OUTSIDE THE LAW

Sadate Haruhito

　　

In premodern China the statutelaw itselfprovided that a judge had an

obligation to render all decisions in strict accordance to the statutes.

However, an investigation of the realityof districtcourt casesin premodern

China brings to light innumerable cases through all periods in which

judges rendered decisions that did not strictlyfollow statutes,even though

applicable statutes existed.　How can this phenomenon　be understood ？

Some previous scholars have argued that thisphenomenon can be regarded

as evidence that judges of districtcourts in premodern China had the right

of discretionin rendering judgement. However, in thisinquiry ｌ conclude

that this phenomenon　indicates only ａ violation of laws carried out by

judges of districtcourts｡

　　

How could such blatant violation of existinglaws have continued to be

carried out throughout premodern times？　One answe「to this question is

that the penalty issued in an illegal decision was usually lighter than the

lawful penalty would have been, so that the partiesinvolved in ａlawsuit

rarely appealed to a higher court in objection to the decision of ａ lower

court.

　

As ａ result,districtcourt judges' violations of laws were seldom

detected by their superiors.

HAIRSTYLE AND PROGRESS： THE SIGNIFICANCE OF

　

THE CUTTING OF THE QUEUE IN THE LATE QING

YOSHIZAWA Seiichiro

　　

It is well known that every male had by law to shave his forehead

and plait his hair in ａ queue　during the Qing period.　The issue of

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－3－



whether or not to cut the queue became ａ major topic of controversy
m

the late Qing period｡

　　

This articleanalyzes the social and politicalsignificanceof the cutting

of the queue. It has often been remarked that cutting the queue was ａ

symbolic act of the anti-Qing revolution.　This type of explanation,

however, is oversimple and misleading｡

　　

Many people in thisperiod argued that China could not make progress

as long as Chinese men were forced to wear the queue; it was inconvenient

for action、bad for health, and was constantly ridiculed by foreigners.　As

ａ result,they concluded that the Qing emperor should issue an order

enforcing the cutting of the queue｡

　　

In the course of this controversy, ａ new type of ideal male image was

suggested; in a new era, by removing his queue ａman had to make himself

represent an image of physical activity in contrast with the traditional

image of ａ man of letters. It was suggested that in a new era, the most

important virtue was ａ martial spirit｡

　　

The queue was condemned not only because it was regarded by the

Han Chinese as ａ barbarian hairstyle,but also because it was considered

to be backward and not in keeping with the spiritof progress. This view

can be regarded as parallelto that of some of the polemicists of the time

who attacked the Qing dynasty because it represented ａ Manchu dynasty

which had carried non-progressive notions to China. In this period, the

Sinocentric world view was becoming identified with the concept of

progress.

THE PEKING SPECIAL TARIFF CONFERENCE

　　

AND THE CHINA MARITIME CUSTOMS

KOSE Hajime

　　

The China Maritime Customs maintained ａ peculiar position within

the Chinese political realm.　At the same time that it functioned as ａ

vehicle for Chinese tａχcollection it also guaranteed foreign loans. Within
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